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○ふじみ野市教育委員会決裁規程

平成17年 10月 1日

教育委員会訓令第1号

.(趣
旨)

第1条  この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号 )第

17条第1項の規定によりふじみ野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に

属する事務に係る決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1)決裁 教育長の権限に属する事務のうち、最終的に意志決定することをいう。

(2)専決 教育長の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた事項に係る事案に

ついて、常時、教育長から事務の委任を受けた者に代わって決裁することをいう。

(3)専決権者 専決することができる者をいう。

(0 代決 教育長、教育長から事務の委任を受けた者又は専決権者(以下「決裁責任者」

という。)が不在であり、かつ、緊急に処理 しなければならない事案がある場合に、決

裁責任者の決裁すべき事項を決裁責任者に代わって臨時に決裁することをいう。

(5)不在 決裁責任者が出張、休暇その他の理由(欠 員となった場合を除く。)に より決

裁することができない状態をいう。

(6)教育次長 ふ じみ野市教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成17年ふ じみ野

市教育委員会規則第10号。以下「職の設置規則」という。)第3条 に規定する教育次長

をいう。

(7)課長等 ふじみ野市教育委員会事務局組織規貝J(平成17年ふじみ野市教育委員会規

則第4号)第 2条 に規定する課及び室の長をいう。

(8)課長補佐 職の設置規則第3条 に規定する課長補佐及び室長補佐をいう。

(9)係長 職の設置規則第3条に規定する係長をいう。

(10)教育機関の長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項 に規定す

る学校以外の教育機関の長をいう。

(平 17教委訓令49。 一部改正)

(事務決裁の原貝1)

第3条 職員は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、その職務権限を行

使 しなければならない。

2 職員は、必要に応 じ、その職務権限の執行状況を適宜直属の上位の職員に報告 しなけ



ればならない。       `

(教育長の決裁事項)

第4条 教育長が決裁する事項は、おおむね別表第1及び別表第2の教育長の欄に掲げると

おりとする。

(教育次長、課長等及び教育機関の長の専決事項)

第5条 教育次長が専決できる事項は、おおむね別表第1及び別表第2の教育次長の欄に掲

げるとおりとする。

2 課長等及び教育機関の長が専決できる事項は、おおむね別表第1及び別表第2の 課長等

及び教育機関の長の欄に掲げるとおりとする。

(専決の制限)

第6条 専決権者は、この規程に定める専決事項を処理する場合において、次の各号のい

ずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1)事務の内容が特に重要であると認められるとき。

(2)事務の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3)事務の内容について、現に紛争又は紛争を生じ、若 しくは生ずるおそれがあると認

められるとき。

(41 事務の内容について、特に上司が了知 しておく必要があると認められるとき。

(5)事務の内容について、法令の解釈上疑義があるとき。

(6)合議を要する事案について、法令の解釈上疑義があるとき。

(7)事案の内容が上司の特命によるものであるとき。

(承認による専決事項)

第7条 教育次長、課長等及び教育機関の長は、前条に規定されていない事項であっても、

その性質が自己の専決事項とされている事項に準 じて処理できると認められるものにつ

いては、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決事項の報告)

第8条  この規程により専決 した者は、必要があると認めるときは、その専決 した事項を

上司に報告 しなければならない。

(代決)

第9条 決裁責任者の決裁事項に係る事務について、当該決裁責任者が不在のときは、次

の表の決裁責任者欄に掲げる職に応 じ、同表の代決者欄に定める職にある者が代決する



ことができる。

決裁責任者 代決者

教育長 教育次長

教育次長 教育副次長又は主務課長等及び教育機関の長(教育副次

長を置かない場合又は教育副次長が不在の場合に限る。)

課長等及び教育機関の長 主務課長補佐、主務係長(課等に課長補佐を置かない場合

に限る。)

(平 17教委訓令49。 一部改正)

(代決の方法)

第10条 前条の規定により代決する場合は、決裁責任者の押印欄に次に掲げる表示をする

とともに、代決者が自らの押印欄に「代」を表示 した上に押印するものとする。

(1)歳入調定票、支出命令書等、施行により決裁文書が他の課に送付され、保管される

文書については、決裁責任者の不在理由が休暇であるときは「休」と、出張であると

きは「出張」と表示する。

(2)前号に規定する文書以外の文書については、「後閲Jと 表示する。

(代決の制限)

第11条 代決することができる者は、代決 しようとする事項が次の各号のいずれかに該当

する場合には、第9条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじ

めその処理について特に指示を受けたものについては、この限りでない。

(1)第6条第1号から第6号 までのいずれかに該当する場合

(2)別表第 1の 3財務事項(2)支 出負担行為及び支出命令の表に掲げる事項のうち支出負

担行為を支出命令に先立ち行わなければならない事項である場合の支出負担行為

2 前項本文の規定により代決が制限されている事項について、緊急に決裁の必要が生 じ

たときは、当該決裁を行うべき者の上司の決裁を受けなければならない。

(後閲)

第12条 第9条の規定により代決した者は、当該代決 した事項について施行後速やかに当

該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的かつ軽易な事項につ

いては、この限りでない。

(決裁後の処理)

第13条 決裁責任者は、起案文書を決裁 し、又は専決 したときは、直ちに当該文書に次の

表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる決裁印又は専決印を押印するとともに、決



裁 。専決簿(様式第 1号)に 所定事項を記録 しておかなければならない。

決裁責任者 決裁・専決印

教育長 様式第2号

教育次長 様式第3号

課長等及び教育機関の長 様式第4号

(平 17教委訓令49。 一部改正)

(そ の他)

第14条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年 10月 1日 から施行する。

附 則(平成17年教委ヨ1令第49号 )

この訓令は、平成18年 1月 1日 から施行する。

附 則(平成18年教委訓令第5号 )

この訓令は、平成18年 4月 1日 から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第11条関係)

(平 17教委訓令49・ 平18教委訓令5。 一部改正)

共通決裁・専決事項

1 -般的事項

種別 決裁・専決事項 決裁区分 指定合議先等

教育長 専決権者

教育次長 課長等及び教育

機関の長

1 教育 行政 の

運営方針等に

関する事務

(1)教育行政に

関する基本方

針並びに総合

計画及び実施

計 画 の 決 定

(変更を含む。)

(2)(1)に基づき

主管する事務

事業の計画及

軽易なもの



び実施方針の

決定並びにこ

れに基づく事

業の執行決定

2 教育委員会

に関する事務

(1)教育委員会

に対する提出

案件の決定

○

(2)提 出案件に

係る提案理由

説明の決定

○

(3)教育委員会

審議資料の提

出

○

3 教育委員会

規則及びヨ1令

等に関する事

務

(1)規則の制定

又は改廃の決

定

総務課長

(2)告示及び訓

令の制定又は

改廃の決定

○ 総務課長

4 教育委員会

における儀式

表彰及び褒章

に関する事務

(1)儀式及び表

彰の決定

○

(2)国 又は県が

行う褒章若 じ

くは表彰に係

る推薦の決定

○

(3)国 、県以外

の団体が行う

表彰に係る推

薦の決定

○

5 教育委員会

における請願

陳情等に関す

る事務

(1)国、県に対

する請願、陳

情及び要望等

の決定

○

(2)教育行政に

関する請願、

陳情及び要望

○



事項の処理決

定

広報活動 に

関する事務

(1)刊 行物の編

集及び刊行の

決定

○

0)行 政 資料

(一 般 に公表

するために作

成されたもの

又は公表 して

差 し支えない

内容のものに

限る。)の間覧

許可及び提供

の決定

重要なもの 軽易なもの

(3)統 計、調査

等の行政資料

の収集

○

に)刊行物の全

戸配布の決定

異例又は重要な

もの

法に基づく組合

及び協議会が作

成したもの

ふ じみ野市並び

に国及び県の機

関が作成 したも

の

閲覧及び証

明に関する事

務

(1)公簿、原簿、

公図、台帳(以

下「公簿等」

という。)の間

覧及び縦覧を

許可 し、又は

公簿等に基づ

く証明書、謄

本及び写 しの

交付

○

(2)公簿等によ

らない証明書

の交付

異例又は重要な

もの

定例的なもの 定例的なものの

うち軽易なもの

8 教育委員会 国、県等に 重要なもの 定例的なもの 定例的なものの



に対する許可

等の申請、協

議、通知等に

関 す る事 務

(財 務 に関す

る もの を除

く。)

対する許可、

認可及び承認

等の申請並び

に届出、進達、

報告

うち軽易なもの

(2)申請、通知、

通報、報告、

届出、照会等

の受理及びこ

れらの処理

重要なもの 定例的なもの 定例的なものの

うち軽易なもの

(3)許 可、認可、

命令、決定、

登録及びこれ

らの更新、取

消し、停止そ

の他行政処分

重要なもの 定例的なもの 定例的なものの

うち軽易なもの

(4)協議又は協

力の依頼若 し

くは承認若 し

くは陳述の要

請

重要なもの 定例的なもの 定例的なものの

うち軽易なもの

(5)通知、告知、

催告及び照会

の実施

異例又は重要な

もの

定例的軽易なも

の

附属機関等

に関する事務

(1)附属機関に

対する諮問及

び付議の決定

12)補助機関及

び内部委員会

の設置又は廃

上の決定

○

(3)内部委員会

に対する諮問

の決定

O

(4)内部委員会

に対する付議

○



事 項 (諮 問 を

除 く。)の決定

10 事務委任及

び補助執行に

関する事務

事務委任及び補

助執行の決定

○

11 予算編成及

び決算の事務

(1)当初予算の

編成

(2)事務局及び

教育機関等の

予算及び決算

関係資料の作

成並びに財政

主幹課への提

出

○

12 行事、会議

等の開催に関

する事務

行事、会議(庁

内 の 会 議 を 除

く。)そ の他これ

らに類するもの

の開催(共催及び

後援を含む。)の

決定

○

13 通達に関す

る事務

通達の制定及

び改廃の決定

○

14 所属職員の

事務分担に関

する事務

○

15 財産の管理

に関する事務

(1)所管自動車

の使用許可

○

(2)所管物品の

所管替えの決

定及び一時貸

出しの許可

○

(3)義務教育施

設の使用許可

○

16 公印の改廃

事務

公印の新調、

改刻又は廃上の

○



決 定

情報の公開

に関する事務

(1)ふ じみ野市

情報公開条例

(平 成 17年 ふ

じみ野市条例

第3号 )に よる

情報の公開の

請求又は申出

に対する可否

の決定

○

(2)情報の公開

の可否の決定

に対する不服

申立てがされ

た場合にふじ

み野市情報公

開・個人情報

保護審査会に

諮 問 す る こ

と。

○

18 自己情報の

開示、訂正等

に関する事務

(1)ふ じみ野市

個人情報保護

条例 (平 成 17

年ふじみ野市

条例第9号 )に

よる自己情報

の開示、訂正

等に対する可

否の決定

○

(2)自 己情報の

開示、訂正等

の可否の決定

に対する不服

申立てがされ

た場合にふじ

み野市情報公

○



開・個人情報

保護審査会に

諮問すること

19 行政手続制

度 に関する事

務

行政手続制度

に係 る基準等 を

定め、公にす る

ことについて

○

20 その他の事

務

特に重要なもの 定例的なもの 軽易なもの

備考

1「特に重要なもの」、「重要なもの」及び「軽易なもの」とは、教育行政上における

軽重の度合を示すものであること。

2 「○」印は、その職位者の専属権限を示す。

2 人事 。服務に関する事項

種別 決裁 ,専決事項 決裁区分 指定合議先等

教育長 専決権者

教育次長 課長等及び教育

機関の長

1 任免に関す

る事務

(1)行政機関及

び教育機関の

委員等の任免

の決定

(2)内 部委員会

の委員等その

他非常勤特別

職の任免の決

定

○

(3)賃 金支弁職

員の任免の決

定

○

2 職 員 の配置

(課 内配 置 に

係る。)に 関す

る事務

所属職員 (主

任以下の職にあ

る者に限る。)の

配置の決定

○

3 休暇、欠勤等 (1)年次有給休 教育次長 教育副次長、課 課長補佐(副 主幹

10



に関する事務 暇の承認 長及び教育機関

の長

を含む。以下 こ

の表において同

じ。)以下の職員

(2)病 気 体 暇

で、引き続く1

月未満の場合

の承認

教育次長 教育副次長、課

長及び教育機関

の長

課長補佐以下の

職員

(3)病 気休 暇

で、引き続く1

月以上の場合

の承認

○

(4)特別休暇の

承認及び欠勤

届の受理

教育次長 教育副次長、課

長及び教育機関

の長

課長補佐以下の

職員

(5)組合休暇の

承認

○

(6)介護休暇の

承認

○

(7)職務専念義

務の免除の承

認及び報告書

の受理

○ 結果報告書は総

務課へ提出

4 出張命令 に

関する事務

(1)出 張 (市 長

部局が所管す

る研修に係る

出張を除く。)

の命令及び復

命の受理

教育次長 教育副次長、課

長及び教育機関

の長

課長補佐以下の

職員

(D 教育機関の

委員等の出張

命令

○

(3)非常勤の特

別職 (教 育機

関の委員等を

除く。)の 出張

命令

○



5 事務引継 ぎ

に関する事務

事務引継報告

の承認

教育次長 教育副次長及び

課長等

課長補佐以下の

職員

6 時間外勤務

等に関する事

務

(1)職員の時間

外勤務、休 日

勤務及び特殊

勤務の命令

教育次長 教育副次長、課

長及び教育機関

の長

課長補佐以下の

職員

(2)所属職員の

週休日の振替

及び代休日の

指定

教育次長 教育副次長、課

長及び教育機関

の長

課長補佐以下の

職員

(備考)「○」印は、その職位者の専属権限を示す。

3 財務事項

(1)収入

種別 決裁・専決事項 決裁区分 指定合議先

教育長 専決権者 収入役 財務主管 その他

教育次長 課長等及

び教育機

関の長

歳入調定及び調定通

知に関する事務

(1)歳入調定(使用

料及び手数料を除

く。)

200万 円

未満

100万 円

未満

30万 円

未満

0)歳入調定通知 ○

その他の

収入事務

1 分担

金 及

び 負

担金

請求の決定 200万 円

未満

100万 円

未満

30万 円

未満

課長

2 使用

料 及

び 手

数料

歳入調定

(徴 収 の

決定を含

む。)

(1) 法

令、条

例 及

び 規

則 に

規 程

さ れ

て い

る も

30万 円

以上

30万 円

未満

，

４



ので、

定 額

又 は

定 率

の も

の

(2) (1)

に 掲

げ る

も の

以 外

の も

の

30万 円

未満

20万 円

未満

5万 円未

満

3 国庫

支 出

金 及

び 県

支 出

金

(1)計画及び交付の

申請(請求)並びに

内示、交付決定通

知及び確定通知の

受理

200万 円

未満

100万 円

未満

○ (交 付

決定通知

のみ)

課長

(2)交付決定又は確

保通知を受けたも

のに係る請求の決

定

○ 課長

(3)実績報告及び精

算報告の決定

○ 課長

4 財産

収入

財産貸付(新規、異

例又は重要なもの以

外のもの)及 び不動

産売払いの決定以外

の財産処分の決定

50万 円

未満

30万 円

未満

10万 円

未満

30万 円

以上

10万 円

以上 :部

長、課長、

10万 円

未満 :課

長

10万 円

以上 :管

財主管部

長、課長、

10万 円

未満 :管

財主管課

長

5 諸収

入

(1)諸 収入 (雑入を

除 く。 )の うち新

規、異例又は重要

なものの収入決定

50万 円

未満

30万 円

未満

30万 円

以上

部長、課

長

13



(2)前号に掲げるも

の以外の収入決定

50万 円

未満

30万 円

未満

10万 円

未満

備考

1 数字は、1件 (一 の決裁を1件 とする。)の 金額とする。

2 表中の「○」印は、その職位者の専属権限を示す。

(2)支 出負担行為及び支出命令

種別 決裁・専決事項 決裁区分 指定合議先

教育長 専決権者 収入役 財務主管 兼票とし

て使用で

きるもの

教育次長 課長等及

び教育機

関の長

1 給与

費

報酬、給料、職員

手当等及び共済費

○ ◎

2 災害

補 償

費

災害補償費 500万 円

未満

400万 円

未満

300万 円

未満

◎

3 賃金 賃金 ○ ◎

4 報償

費

報償費 500万 円

未満

400万 円

未満

300万 円

未満

◎ (契 約

を締結す

るときを

除く。)

5 旅費 旅 費 (費

用弁償を

含む。)

国内の出

張

50万 円

以上

50万 円

未満

◎

6 交際

費

委員長交際費 ○

7 需用

費

(1)消耗品費及び印

刷製本費(契約主

管課が契約 し、又

は業者選定したも

のに限る。)

500万 円

未満

400万 円

未満

300万 円

未満

(2)光熱水費 ○ ◎

(3)食糧費 30万 円

未満

20万 円

未満

5万 円未

満

(4)賄材料費 ○ ◎

14



(5)前各号に掲げる

もの以外の需用費

300万 円

未満

200万 円

未満

50万 円

未満

8 役務

費

(1)通信運搬費及び

保険料

○ ◎

(2)前号に掲げるも

の以外の役務費

500万 円

未満

400万 円

未満

300万 円

未満

9 委託

料

(1)法令に基づく措

置委託

○ ◎

(2)前号に掲げるも

の以外の委託料

500万 円

未満

300万 円

未満

50万 円

未満

10 使

用 料

及 び

賃 借

料

(1)下水道使用料、

放送受信料、通行

料金、施設入場料、

施設等使用料及び

車両借上料

○ 土地借り

上げに係

る も の

50万 円

以上 :管

財主管部

長、課長、

50万 円

未満 :管

財主管課

長

◎

前号に掲げるも

の以外の使用料及

び賃借料

300万 円

未満

200万 円

未満

50万 円

未満

11    

‐

E

事 請

負費

建設工事に係る請負 300万 円

未満

200万 円

未満

100万 円

未満

300万 円

以上 :部

長、課長

12  原

材 料

費

原材料の購入 300万 円

未満

200万 円

未満

50万 円

未満

13  公

有 財

産 購

入費

公有財産購入 300万 円

未満

200万 円

未満

50万 円

未満

○ 50万 円

以上 :部

長、課長、

50万 円

未満 :課

長

道路用地

以外のも

の 50万

円以上 :

管財主管

部長、課

長、50万

円未満 :

管財主管
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課長

14 備

品 購

入費

(1)契約主管課が契

約 し、又は業者選

定 した備品

500万 円

未満

400万 円

未満 .

100万 円

未満

(2)前号に掲げるも

の以外の備品

500ラテFヨ

未満

300万 円

未満

50万 円

未満

15  負

担金、

補 助

金 及

び 交

付金

(1)会議用負担金及

び団体構成員とし

ての負担金

300万 円

未満

200万 円

未満

100万 円

未満

課長 (特

別会計に

係るもの

を除く。)

◎

(2)前号に掲げるも

の以外の負担金、

補助金及び交付金

100万 円

未満

80万 円

未満

50万 円

未満

16 扶

助 費

及 び

貸 付

金

(1)法令又は条例に

基づく扶助費及び

貸付金

○ ◎

(2)前号に掲げるも

の以外の扶助費及

び貸付金

300万 円

未満

200万 円

未満

100万 円

未満

17 補

償、補

填 及

び 賠

償金

(1)補償金及び補填

金

300万 円

未満

200万 円

未満

50万 円

未満

50万 円

以上 :部

長、課長、

50万 円

未満 :課

長

(2)損害賠償金 300万 円

未満

200万 円

未満

部長、課

長

18  公

課費

○ ◎

備考

1 「支出負担行為」とは、事業の執行伺、契約の締結又は解除の決定をいう。

2「兼票として使用できるもの」の欄の◎印は、支出負担行為及び支出命令を同時に、

1様式で行えるものをいう。

3 この表の定めにかかわらず、支出負担行為を支出命令に先立ち行わなければならな

い事項である場合の支出命令は、課長が専決することができるものとし、その合議

は、省略するものとする。
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4 支出負担行為の変更に係る決裁及び合議については、減額変更の場合は減額前の額

により、増額変更の場合は増額後の額によること。

5 この表の定めにかかわらず、単価契約に係る経費については、支出負担行為及び支

出命令を同時に、1様式で行えるものとする。

6 この表の定めにかかわらず、収入役又は財政主管部長若 しくは財政主管部長等は、

必要があると認めるときは、上記の合議を省略 し、又は上記以外のものについて合

議を求めることができる。

7 数字は、1件 (一 の決裁を1件 とする。)の設計金額又は見積金額とする。

8 表中の「○」印は、その職位者の専属権限を示す。

(3)そ の他

決裁・専決事項 決裁区分 指定合議先

教育長 専決権者 収入役 財務主管 その他

教育次長 課長等及び

教育機関の

長

1 歳入歳出外現金の収入

及び支出の決定

○

2 予備費の充当、予算の

流用及び節の設定の依

頼

○

3 工事及び修繕の起工及

び設計の承認(建設事業

主管課の業務に係る以

外のもの)

100万 円未

満

80万 円以上 50万円以上

4 工事、修

繕及び業

務委託の

執行委任

(1)工事の

執行委任

(50万 円

以上の工

事

　

る

:こ

)

係

○

(2)工事の

執行委任

(50万 円

以下の工

事 に 限

る。)

○
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(3)修繕の

執行委任

○

(4)業務委

託の執行

委任

○

物品の購入依頼(設 計

額又は見積額が50万 円

以上200万 円未満のも

のに限る。)

○

6 指名業者の選定依頼

(設 計額又は見積額が

200万 円以上のものに

限る。)

○

7 予定価格の決定(50万

円以上のものに限る。)

100万 円未

満

8 入札保証金又は契約保

証金の免除

支出負担行為権限と同一

9 見積書の徴収 支出負担行為権限と同一

10 工事その他の請負及

び業務委託に関する諸

届出書及び完了報告書

の受理

特に重要な

もの

重要なもの 軽易なもの

工事の

検査依頼

(1)工事の

検査依頼

(30万 円

以上の工

事 に 限

る。)

○

0)工 事検

査 依 頼

(30万 円

未満の工

事 に 限

る。)

○

(3)工事検

査の執行

10万円以上 10万円未満
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決 定 (30

万円未満

の工事に

限る。)

12 修繕及

び業務委

託の検査

(1)修繕検

査の依頼

○

(2)修繕検

査の執行

決定

○

(3)業務委

託の検査

依頼

○

(ゆ 業務委

託の検査

執行決定

○

不用品又は物品の処

分(財産に属するものを

除く。)

取得価格が

300万 円未

満

取得価格が

200万 円未

満

取得価格が

50万円未満

50万 円 以

上 :管財主

管部長、課

長、50万円

未満 :管財

主管課長

14 戻入及び戻出の決定

及び命令

○

15 収入の過誤納金の還

付及び充当(相 殺を含

む。)の 決定及び命令

○

備考

1 数字は、1件 (一 の決裁を1件 とする。)の金額とする。

2 表中の「○」印は、その職位者の専属権限を示す。

別表第2(第 4条、第5条関係)

(平 17教委訓令49。 一部改正)

個別決裁・専決事項

(1)事務局等

課名等 決裁・専決

事項

決裁区分 指定合議先

教育長 専決権者 収入役 財務主管 その他
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教育次長 課長等及び

教育機関の

長

共通事項 公印の保管

に関するこ

と。

○

文 書 の 収

受、保存、

管理及び廃

棄に関する

こと。

廃棄 ○

軽易な文書

の照会及び

回答並びに

資料収集に

関 す る こ

と,

○

定 例 の 報

告、届出、

経由及び回

答並びに進

達その他定

例事項に関

すること。

○

備品台帳の

管理に関す

ること

○

備品の配置

及び貸出し

並びに回収

に関するこ

と。

○

職員の服務

及び福利厚

生に関する

こと。

○
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関係機関と

の連絡調製

に関するこ

と。

○

総務課 各課の連絡

調整に関す

ること。

○

企画のため

の調整に関

すること。

○

広報の編集

に関するこ

と。

○

事務用消耗

品の購入・

保管・払出

しに関する

こと。

○

職員の身分

証明書の交

付に関する

こと。

○

職員の身分

の異動届・

通勤届・住

所調べ及び

変更届等の

処理に関す

ること。

○

職員の出張

命令簿及び

時間外勤務

命令簿の処

理並びに請

求事務に関

すること。

○
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職員の特殊

勤務命令簿

の処理及び

請求事務に

関 す る こ

と。

○

職員の年次

休暇・病気

体暇・特別

休暇及び欠

勤属の処理

に関するこ

と。

○

例規集の編

集及び追録

発行に関す

ること。

○

学校教育課 児童・生徒

の就学に関

す る こ と

(区 域 外就

学 を 除

く。)。

区域外就学 ○

教育相談室

の運営管理

に関するこ

と。

○

心身障害児

就学指導委

員会の事務

に関するこ

と。

○

教育指導の

た め の 調

査・資料収

集に関する

○
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こと。

教育調査統

計に関する

連絡に関す

ること。

○

各校連絡調

整に関する

こと。

○

学校職員の

服務に関す

る届出に関

すること。

○

教職員及び

児童・生徒

の健康診断

に関するこ

と。

重要なもの 定例的なも

の

学校環境衛

生に関する

こと。

重要なもの 軽易なもの

独立行政法

人 日 本 ス

ポーツ振興

センターに

関 す る こ

と。

○

その他学校

教育に関す

ること。

○

生涯学習課 社会教育機

関の管理及

び連絡調整

に関するこ

と。

○

社会教育資

料の刊行及

○
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び広報資料

に関するこ

と。

社会教育関

係団体の指

導育成に関

すること。

○

社会教育の

ために必要

な設備器材

及び資料の

提供に関す

ること

○

情報の交換

及び調査研

究に関する

こと

○

ふ じみ野市

コ ミ ュ ニ

テ ィ セ ン

ター及びふ

じみ野市勤

労福祉セン

ターとの連

絡調整に関

すること。

○

文化財保護

に係る企画

立案に関す

ること。

○

文化財の保

存及び活用

に関するこ

と。

○

埋蔵文化財

の保護に関

○
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すること。

文化財等の

調査報告書

の刊行に関

すること。

○

市史編纂資

料の保存に

関 す る こ

と。

○

市史刊行物

の普及・頒

布に関する

こと。

○

歴史的資料

としての行

政文書の収

集保存に関

すること。

○

市指定文化

財 等 の 複

製、補修等

に関するこ

と。

○

体育課 社会体育・

レクリエー

ションの振

興に関する

こと。

○

学校体育施

設の利用に

関 す る こ

と。

○

社会体育施

設の管理運

営に関する

こと。

○
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社会体育団

体の指導育

成に関する

こと。

○

その他社会

体育・ レク

リエーシ ョ

ンに関する

こと。

○

(仮 称)大井

第 7小 学校

建設準備室

学校建設事

業の実施に

関 す る こ

と。

重要なもの 主要なもの 軽易なもの

学校建設に

係る調整及

び調査に関

すること。

重要なもの 主要なもの 軽易なもの

(2)教育機関

課名等 決裁・専決

事項

決裁区分 指定合議先

教育長 専決権者 収入役 財務主管 その他

教育次長 課長等及び

教育機関の

長

共通事項 施設設備及

び備品の維

持管理に関

すること。

○

公印の保管

に関するこ

と。

○

文 書 の 収

受、保存、

管理及び廃

棄に関する

こと。

廃棄 廃棄以外の

もの
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備品台帳の

管理に関す

ること。

○

職員の服務

及び福利厚

生に関する

こと。

○

関係各機関

との連絡調

整に関する

こと。

○

学校給食セ

ンター

学校給食費

会計に関す

ること。

○

給食物資の

調達、検収

及び出納 に

関 す る こ

と。

○

栄養指導に

関 す る こ

と。

○

献立、調理

及び輸送に

関 す る こ

と。

○

栄養指導セ

ンターの管

理運営に関

すること。

○

衛生管理に

関 す る こ

と。

○

その他学校

給食に関す

ること。

特に重要な

もの

重要なもの 軽易なもの
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公民館 公民館分館

の事業及び

運営につい

ての指導助

言に関す る

こと。

○

公民館分館

の庶務に関

すること。

○

青少年教育

のための事

業を実施す

ること。

○

婦人教育の

ための事業

を実施す る

こと。

○

討論会、講

演会、講習

会、実習会、

展示会、音

楽会、演劇

会等を開催

し、又は奨

励 す る こ

と。

○

図書、資料

等の提供整

理及び読書

指導に関す

ること。

○

フィルム、

録音機材の

提供等視聴

覚教育に関

すること。

○
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サークル活

動、グルー

プ活動等の

育成、助成

及び指導に

関 す る こ

と。

○

体育 レクリ

エーシ ョン

等の事業を

実施 し、又

は奨励する

こと。

○

年中行事 に

関 す る こ

と。

○

その他社会

教育活動の

奨励に関す

ること。

○

図書館 図書館資料

(以 下 図書

館の欄にお

いて「資料」

という。)の

選択、収集、

受入れ及び

保存に関す

ること。

○

資料の目録

編成に関す

ること。

○

資 料 の 分

類、装備等

に関するこ

と。

○
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資料の間覧

及び貸出 し

に関するこ

と。

○

読書案内及

び参考調査

に関するこ

と。

○

図書館資料

の相互貸借

に関するこ

と。

○

児童奉仕に

関 す る こ

と。

○

分館及び移

動図書館の

運営に関す

ること。

○

利 用 の 記

録、統計及

び評価に関

すること。

○

集会活動 に

関 す る こ

と。

○

読書団体と

の連絡、協

力に関する

こと。

○

その他図書

館奉仕に関

すること。

○

歴史民俗資

料館及び郷

土資料館

図録解説書

等の頒布に

関 す る こ

○
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と。

歴史民俗資

料 館 資 料

(以 下 「資

料 」 と い

う。 )の 収

集、保管展

示利用等に

関 す る こ

と。

○

標本、模写、

模型等の資

料の作成等

に関するこ

と。

○

資料の利用

に関する助

言及び指導

等に関する

こと。

○

資料に閲す

る専門的、

技術的な調

査研究に関

すること。

○

資料の寄贈

及び寄託に

関 す る こ

と。

○

資料に関す

る解説書、

目録、図録、

研究報告等

の刊行に関

すること。

○

講演会、講 ○
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習会及び見

学会の開催

に関するこ

と。

その他各種

事業の事務

に関するこ

と。

○

福岡河岸記

念館

維持管理運

営に関する

こと。

○

その他各種

事業の事務

に関するこ

と。

○
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○ふじみ野市教育委員会文書規程

平成17年 10月 1日

教育委員会訓令第2号

(趣 旨)

第1条  この規程は、ふじみ野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の文書の取扱い

について、基本的な事項を定めるものとする。

(課長の責務)

第2条 課長等(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項 に規定する学校以

外の教育機関の長にある者を含む。)は 、常に所属職員に文書の作成及び取扱いを習熟さ

せ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように事務処理の促進に努めるとともに、情

報の公開及び個人情報の保護に関 し必要な措置を講 じなければならない。

(平 17教委訓令49。 一部改正)

(文書公開審査員)

第3条 各課、室、館及びセンター(以下「課等」という。)に 文書公開審査員を置く。

2 文書公開審査員は、課長等をもって充てる。

3 文書公開審査員は、上司の命を受け、その課等における次に掲げる事務を掌理する。

(1)情報の公開に係る文書の公開又は非公開の審査及び指導に関すること。

(2)自 己情報に係る文書の開示、訂正等の審査及び指導に関すること。

4 文書公開審査員は、別に定める審査の基準に基づき前項の審査を行うとともに、起案

者に対して必要な指示を与えることができる。

(平 17教委訓令49。 一部改正)

(文書取扱主任)

第4条 課長等の文書事務を補佐するため、課等に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課等の庶務を担当する係長(こ れに相当する職にある者を含む。以下

同じ。)を もって充てる。

3 文書取扱主任は、上司の命を受け、その課等における次の各号の事務を掌理する。

(1)文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2)起案文書の審査に関すること。

(3)文書の整理編さん、保管及び保存に関すること。

(4)文書事務の指導及び改善に関すること。

(5)そ の他文書処理に関 し必要なこと。



(到着文書の処理)

第5条 総務課に到着 した文書は、原貝Jと して開封 しないで、主務課(当該文書に係る事案

を所掌する課、室、館及びセンターをいう。以下同じ。)に 配布 し、主務課において、文

書管理システムに所要事項を記録 し、当該文書の余白に主務課収受印(様式第1号)を 押 し、

その収受印に別表で定める記号及び暦年による一連番号を文書収受発送簿に基づいて記

入 し、収受するものとする。ただし、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊

行物、送 り状その他軽易な文書で文書収受発送簿による整理を要 しないものについては、

この手続を省略することができる。

(平 17教委訓令49。 一部改正)

(配布された文書の処理)

第6条 文書取扱主任は、文書を収受 したときは、直ちに課長等の指示を受けなければな

らない。ただし、定例又は軽易な文書であらか じめ課長等が指定 したものについては、

主務係長(主務課の当該文書に係る事案を所掌する係長及びこれに相当する職にあるも

のを含む。以下同じ。)に 直接配布するものとする。

2 課長等は、文書を聞覧し、ふじみ野市教育委員会決裁規程(平成17年ふじみ野市教育委

員会尋1令第1号)に よって専決できるものを除き、上司に提示し、その指示を受けた後必

要があるものについては主務係長に配布 し、速やかにその処理をさせなければならない。

3 課長等は、二以上の課に関連する文書については、速やかに関係課長等に回覧するか、

又はその写 しを送付 しなければならない。

(起案)

第7条 起案は、文書管理システムに所要事項を記録 した後、起案用紙(様式第2号)を 出力

して行わなければならない。ただし、定例のもので、一定の簿冊で処理できるもの若し

くは簡易な事案については、当該文書の余白に処理案を朱書 し、起案に代えることがで

きる。

(決裁区分)

第8条 起案文書には、次の各号により、その決裁区分を表示 しなければならない。

(1)市長の決裁を要するもの 市長決裁

(2)教育長の決裁事項に属するもの 教育長決裁

(3)教育次長の専決事項に属するもの 教育次長専決

に)課長の専決事項に属するもの 課長専決

(5)室長の専決事項に属するもの 室長専決

(6)給食センター所長の専決事項に属するもの 所長専決

(7)館長の専決事項に属するもの 館長専決



(平 17教委訓令49。 一部改正)

(合議)

第9条 起案の内容が他の課等の事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係のある他

の課長等に合議 しなければならない。

2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は、関係課長等が協議 して調整するもの

とし、なお、調整が整わないときは、意見を付しておかなければならない。

(条例等の合議)

第10条 条例又は規則の制定、改廃及び告示、訓令、議案、契約等又は重要な通達、通知

についての起案文書は、主務課長を経て総務課長に合議しなければならない。

(条例等の番号及び処理)

第11条 条例等次に掲げる文書は、決裁を受けた後、総務課において当該各号に定める簿

冊に所要事項を記入のうえ、処理案ごとに番号を付するものとする。

(1)規貝J 規則公布簿

0)規 程 訓令発令簿

(3)告示 告示簿

に)公告 公告簿

(文書記号及び番号)

第12条 発送文書には、文書管理システムに所要事項を記録 した後、別表に定める文書記

号を付するとともに、暦年による一連番号を文書収受発送簿に基づいて付さなければな

らない。

_     2 収受文書に関して文書を発送するときは、その収受番号をもって発送文書の番号とす

る。

(公印の押印)

第13条 起案者は、ふじみ野市教育委員会公印規程(平成17年ふじみ野市教育委員会訓令

第3号)の定めるところにより、発送する文書を当該決裁文書に添えて公印の管理者に回

付 し、所定の箇所に公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものには、公印を押印しないものとする。

この場合において、当該起案文書にはその旨を明示し、発送する文書には「(公印省略)」

の表示をしなければならない。ただし、庁内文書にあっては、この限りでない。

(1)照会、回答、通知、報告、依頼等の定例又は軽易な内容の文書

(2)諸規程の送付状、図書類の寄贈状(特 に指示 したものは除く。)



(3)案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(4)祝辞、弔辞、その他これらに類する文圭

(文書の保存区分及び分類基準)

第14条 文書は、その保存区分によって次のように区分する。この場合において、当該文

書の保存期間は、法令その他特に保存期間を定められているものを除き、次に定める分

類基準に基づき、教育長が市長と協議のうえ、別に定める。

(1)第 1種 (永久保存)

ア 教育委員会の議案及び議決書

イ 教育委員会会議録

ウ 教育委員会に関する重要な書類

工 教育行政事務引継書

オ 市教育関係統計書及び地図等

力 学校の設置、分合t廃止に関する書類

キ 前各号のほか、教育行政の沿革に関 し、必要な事項及び将来証拠又は参考となる

書類で11年以上の保存の必要があると認められるもの。

(2)第2種(10年保存)

ア 教育委員会に関する書類で11年以上保存の必要がないもの

イ 前号に掲げるもののほか、10年間保存の必要があると認められる文書

(3)第 3種 (5年保存)

ア 教育委員会に関する諸報告表、資料等

イ その他5年間保存の必要があると認められる文書

(0 第4種(3年保存)

ア ー時の処理に係る願、届出及び通達等で3年間保存の必要があると認められる文書

イ 前号に掲げるもののほか、3年間保存の必要があると認められる文書

(5)第 5種 (1年保存)

ア 第1種から第4種 に属さない文書

(保存文書の引継ぎ)

第15条 各課等において保管を終えた文書については、文書取扱主任が文書保存箱に収納

し、保存文書引継書(様式第3号)を添えて、別に指定する日までに総務課長に引き継がな

ければならない。

2 総務課長は、前項の引継ぎを受けたときは、文書保存箱の文書と保存文書引継書を照

合・確認 し、整理番号を付して保存年限別に書庫に収納するものとする。

3 前2項 の規定にかかわらず、ファイリング・システムにより管理している文書の保存方

法については、別に定めるところによる。



(保存文書の管理)

第16条 保存文書は、総務課長が管理する。

(保存文書の間覧)         ・

第17条 保存文書を閲覧 しようとするときは、保存文書閲覧簿(様式第4号 )に 所定の事項を

記入 し、総務課長の承認を得て、係員の指示に従い、所定の場所で閲覧しなければなら

ない。

(保存文書の貸出し)

第18条 保存文書の貸出しを受けようとするときは、保存文書貸出票(様式第5号)に 所定の

事項を記入 し、総務課長の承認を受けなければならない。

2 供覧期間は、6日 以内とする。ただし、やむを得ない理由により総務課長の承認を受け

たときは、この限りでない。

3 借覧文書は、他人に転貸 し、又は抜き取り、取 り替え、若 しくは訂正 してはならない。

(保存文書の廃棄)

第19条 保存文書が、保存期間を経過したとき、又は保存期間中の文書であっても、保存

の必要がないと認められるときは、総務課長は、保存文書廃棄処分目録(様式第6号)に よ

り関係課合議のうえ、廃棄処分するものとする。

(公文書の種類)

第20条 公文書の種類は、次に掲げるもののほか、職員がその職権に基づいて作成する文

書及び図画をいう。

(1)法規文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 14条及び第16条の規定に基づき、市議

会の議決を経て制定 し、市長が公布するもの。

イ 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号 )第 14条

第1項の規定に基づき教育委員会が制定 し、公布するもの

(2)令達文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 訓令 教育長が、下級機関に対 し、権限の行使について指揮するために発する命

令で基本的事項を内容とするもの

イ 通達 上級機関が、下級機関に対 し、職務執行上の細目的事項について指示 し、

又は命令するもの

ウ 指令 個人、団体若 しくは下級機関等からの申請、出願その他の要求に基づいて

許可、認可、不許可の処分をし、又は指示するもの及び職権でこれら特定の事項を

命令 し、禁上 し、若 しくは指示 し、又は既に与えた許可認可等の処分を取り消すも



の

(3)訴訟文書 補正命令書、弁明書の提出要求書、弁明書、裁決書、決定書等の行政不

服審査法(昭和37年法律第160号 )又 はこれを準用する他の法令に基づき作成する文書

及び訴状、準備書面等の訴訟に関する書面

④  公示文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 告示 法令、条例等の規定又は職権に基づいて処分し、又は決定 した事項その他     ―

一定の事項を広 く一般に公示する場合に用いるもの

イ 公告 主として、住民の権利関係の伴う事項について、利害関係人に対 し周知す    ‐

る趣旨をもって公告又は告示すべきことを法令に規定 している場合に用いるもの

(5)契約文書 売買、交換、使用貸借、賃貸借、請負、委任その他契約に係る契約書、

協定書、覚書、請書、委任状その他これらに類するもの

C)普 通文書 次に掲げるものについて作成する文書

ア 照会 職務を執行するため、行政機関、個人又は団体に対 して問い合わせるもの     _

イ 回答 職権に基づき、照会又は依頼に対 して答えるもの

ウ 諮問 所轄の機関に対し、所定の事項について意見を求めるもの

工 答申 諮問を受けた機関が、その諮間に対して意見を述べるもの

オ 申請又は願 所管の機関に対 し、許可、認可等の処分その他一定の行為を求める

もの

力 進達 経由すべきものとされている申請書、願書、報告書その他の書類を上級機

関に取り次 ぐもの

キ 通知又は通報 行政機関、個人又は団体に対 し、一定の事実、処分又は意志を知

らせるもの

ク 報告 上級機関又は委任者に対 し、一定の事実、経過等を知らせるもの

ケ 依頼 行政機関、個人又は団体に対 し、一定の事実を頼むもの

コ 協議 行政機関、個人又は団体に対 し、一定の事項について相談するもの

サ 届出 一定の事項を行政機関に届け出るもの

シ 勧告 行政機関、個人又は団体に対 し、一定の事項を申し出てある処置を勧め、

又は促すもの

ス その他 請求し、督促し、又は建議するもの

(7)賞状、表彰状、感謝状、証明書その他前各号に掲げる文書以外のもの

(こ の規程に定めのない事項)

第21条 この規程に定めるもののほか、公文書の形式、その他公文書の取扱いに関し必要

な事項は、ふ じみ野市文書取扱規程(平成17年ふじみ野市訓令第13号)及 びふじみ野市公

文例規程(平成17年ふじみ野市訓令第12号)の例による。



附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年 10月 1日 から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上福岡市教育委員会文書規程(昭和63年上

福岡市教委訓令第3号)又 は大井町教育委員会事務局文書取扱規程(昭和52年大井町教委

副1令第2号)の規定により保存年限を定められた文書は、それぞれこの訓令の相当規定に

より保存年限を定められたものとみなす。

附 貝J(平成17年教委訓令第49号 )

この訓令は、平成18年 1月 1日 から施行する。

別表(第 12条関係)

(平 17教委割1令49。 一部改正)

課(室・館・場)名 記 号

総務課 ふ教総

学校教育課 ふ教学

生涯学習課 ふ教生

体育課 ふ教体

(仮称)大井第7小学校建設準備室 ふ教小建

大井総合体育館 ふ総体

駒林体育館 ふ駒体

上野台体育館 ふ上体

上福岡学校給食センター ふ上給

大井学校給食センター ふ大給

上福岡相談室 ふ上相

大井相談室 ふ大相

上福岡図書館 ふ上図

大井図書館 ふ大図

大井中央公民館 ふ大公

上福岡公民館 ふ上公

上福岡西公民館 ふ西公

上福岡歴史民俗資料館 ふ上歴

大井郷土資料館 ふ大郷

福岡河岸記念館 ふ河



様式第1号 (第 5条関係)

◆イメージ有り◆

様式第2号 (第7条関係)

決裁(専

決)区分

市長 助役

教育長 教育次長 教育副次長

課長 課長補佐 係長

合議者

発 送 公 印 照 合 浄書 文書審

査

公開審査員 文書取

扱主任

起案者

印

(電話

番)

起案年月日 施行上の取扱い

施行予定年月日

決裁年月日 情報公開

施行年月日 個人情報

第1ガイド 非公開理由等

第2ガイド 情報公開条例      に該当

個人情報保護条例      に該当

解除年月日

個別フォルダー

保存年限

文書番号

件 名

してよろしいか伺います。このことについて、次のとお り

ふじみ野市教育委員会起案用紙



様式第3号 (第 15条関係)

総務課長  様

様式第4号 (第 17条関係)

保存文書引継書

年  月  日

課長        印

分類記号 所属年

(度)

保存期間別冊数 備考

11「 3年 5年 10年 永久 計

保存文書閲覧簿

年度 保存区分 分類区分 整理番号 簿冊名 課名 氏名 印 課 長

様式第5号 (第 18条関係)

保存文書貸出票

貸出年月日 返還予定年

月日

返還年月日 借用者 文書主管係

受領印

課長印

所属 氏 名 印



様式第6号 (第 19条関係)

文書廃棄処分目録

市

　

長

助 役 収

入

役

部

　

長

次
　

長

課長 課長

補佐

係長 係 部・課

合議

教
　
育
　
長

教育

次長

教

育

副

次

長

課
　

長

課長

補佐

係

　

長

係

完結

年(度 )

文書名 保存

区分

分類

記号

保存

期間

冊 数 保存終了年

月日

廃棄年月日 処

分

方

法

備考

永・

10・ 5

3・ 1

水
・

10・ 5

3・ 1

水
・

10・ 5

3・ 1

水
・

10・ 5

3・ 1

水
・

10・ 5



ふじみ野市事務決裁規程

共通決裁・専決事項

1 -般的事項

に関する

事務

(2)行政資料 (一般に公
するために作成されたも

1/4べ‐―シ

基本方針並びに総合計画

及び実施計画の決定 (変更
を含む。)

市行政の

運営方針

等に関す
る事務

の :総合政策部
、財政主管課

に基づき主管する

事務事業の計画及び実施
方針の決定並びにこれに

基づく事業の執行決定

1)市 議 会 に

件 (提 出案件の訂正、撤回
を含む。)の 決定

関する事

務

)地 方豊治法 (以下この

表において「法」とい

う。)第 179条第 1項又は

第180条第1項 の規定に基
づく専決処分

明要旨の作成

資料の提出

届の総務部長への提出

(6)一般質問答弁要 旨の

案の決定並びに

、告示 (法規形式によるも
に限る。)及び訓令の制定

又は改廃の決定

予算を伴うも
の :財政主管
課長

則、ヨ1令
等に関す
る事務

彰及び褒

賞に関す
る事務

2)国 又は県が行 う

しくは表彰に係る推薦の

決定

3)国 又は県以外の団体が

行う表彰に係る推薦の決
定

又は県に対する請
願、陳情、要望等の決定情等に関

する事務 (2)市政に対する請願 (法

第125条の規定に基づき採
択された請願に限る。)、

陳情 (法第109条 の規定に
基づく陳情に限る。)及び
要望事項の処理決定

く。)の 編集及び刊行の決
定

http://岬 .g―reiki.net/reiki21 1/Rё 05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=D:¥EFSeⅣ 2¥ss00... 2006/12/13



ふじみ野市事務決裁規程 2/4ページ

の又は一般に公表 して差 し

支えない内容のものに限
る。)の 開覧許可及び提供
の決定

施行令の

施行に関
する事務 153条第1項 、

第157条第3項 、法第199

条第5項及び第6項、法第
242条第9項、法第245条

く組合及
び協議会
が作成 し
たもの

(4)刊 行物 の全戸配布の

1)公 簿、原簿、公図、台
帳 (以下「 公簿等」 とい

う。)の 閲覧及び縦覧を許
可し、又は公簿等に基づ

く証明書、膳抄本及び写
しの交付

閲覧及び

証明に関
する事務

(2)公簿等によらない証明

(1)国、県等に対する許
可、認可、承認等の申請
並びに届出、進達及び報
告

申請、協
議、通知
等に関す
る事務 (財

務に関す
るものを

除 く。 )

に対 す る 申請 、

知、通報、報告、届出、

照会等の受理及びこれら
の処理

定、登録及びこれらの更

新、取消 し、停止その他
の行政処分

4)協議又は協力の依頼ヨ
しくは承認若 しくは陳述

5)通知、告知、催告及び
照会の実施

(:)法第 154条の2の

に基づく行政庁の処分の

取消し又は停止

http://www.g― reiki.net/reiki21 1/Re05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=D:¥EFServ2¥ss00.…  2006/12/13



の4第 3項 の規定に基づく事
務の処理

界変更又は字及

3)法 施行令第 158
第 165条の3の 規定に基づ
く歳入の徴収若 しくは収
納事務又は支出事務の私
人への委託

"rぃ
ヽ ・ IH硼け 、 暇 :了 ヽ 略 な

え、仮処分及び不服申立
てに係る事務の処理

務課長
・予算を伴 うも

の :財政主管
課長

償等に関
する事務

及び損害賠償の
理方針の決定及びこれに
う事務の処理

務課長
・予算を伴 うも

の :財政主管
課長

12 附属機
関等に関
する事務

及び付議の決定

(2)補助・機関及び内部委員
会の設置又は廃止の決定

3)内 部委員会に対する

4)内 部委員会に対する
議事項 (諮問を除 く。)の
決定

任及び補
助執行に

関する事
務

管課長、企画
管課長

成及び決
算の事務

予算及び決算関係資料の
成並びに財政主管課への
出

例、規則
等を除
く。)に 関
する事務

告示 (法規形式によるもの
を除 く。 )、 公告、公表その

の公示事項 (他 の官公庁か
らの依頼によるものを含

)。 )の決定

の :法規主管
長

16 事務研

究会等の

加入及び
脱退に関
する事務

i)事務研究会、事務
会等関係諸団体の加入及
び脱退の決定

:総合政策部
、財政主管課

2)加入諸団体が主催する
事業への参加決定

7 行事、
会議等の

開催に関
する事務

行事、会議 (庁 内の会議を
く。)そ の他これらに類す

るものの開催 (共催及び後援
を含む。)の 決定

締結等に
関する事
務

の公共団体との間の規
の締結又は改廃の決定 企画主管課長

ふじみ野市事務決裁規程 3/4ぺ■ジ
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変更に関
する事務

名称の変更の決定

1「 特に重要なもの」、「重要なもの」及び「軽易なもの」とは、市政運営上における軽重の

度合いを示すものであること。
2「○」印は、その職位者の専属権限を示す。
3 本表に掲げる決裁・専決事項と別表第4に 掲げる出先機関の長の専決事項が競合する場合は、

後者を優先させるものとする。

事務分担
に関する

事務

ない課にあっては、所属
員)の 事務分担を決定する

管理に関
する事務

所管 自動車の使用許可

を伴うも
の (自 動

運転副管理者

3)所 管物品の所管替えの

決定及び一時貸出しの許
可

する補助金に

係る実績報告書その他諸
届の受理及び確認

業に関す
る事務

び県費の補助事

業に係る実績報告書その

他諸届の受理及び確認

による情報の公開の請求又
は申出に対する可否の決定

公開に関
する事務

による自己情報の開

示・訂正等に対する可否の
報の開
示・訂正

等に関す
る事務

子政手続制度に係る基
を定め、公にすることに

7 行政手
続制度に

関する事
務

8 その他
の事務

http://www.g―relki.net/reiki21 1/Re05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=D:¥EFServ2¥ss00.…  2006/12/13



資料  4
ふ教学第 1079号

平成 18年 6月 7日

ふじみ野市立各小中学校長 様

ふ じみ野市教育委員会

教 育 長  吉 野  英 明

水泳等の事故防止について (通知 )

標記の件について別添写し(教保体第 324号  平成 18年 5月 31日 付け)

のとおり埼玉県教育委員会教育長より通知がありました。

つきましては、資料を送付しますので、水泳等の事故防止の徹底について、

貴管下教職員に十分周知するとともに適切な指導をお願いします。



○ 教 保 体 第 324号
平成 18年 5月 31日

埼玉県教育委員会教育長

水泳等の事故防止について (通知)

このことについて、下記事項及び別紙資料、「学校における水泳事故防止必携 (新訂版 )」

(平成 11年 5月  独立行政法人 日本スポーツ振興センター)及び「水泳指導の手引き (二

訂版)」 (平成 16年 3月  文部科学省)並びに別添文部科学省からの通知を参考として関

係機関・団体と密接な協力のもとに地域の実情に即した適切な措置をとり、本年度の水泳等

の事故防止の徹底を図るよう願います。      
・            、

なおt市町村教育委員会におかれましては、管内の学校に対 しても周知されるよう願いま

す .

自己

1 学校水泳プールについては、 「学校水泳プールの安全管理について」の通知 (平成 11
年 7月 16日 付け教体第 383号 )における留意・改善事項の徹底を図ること。

また、プニル使用が始まるまでに、排 (環)水 日の蓋の設置の有無を確認 し、蓋がない

場合及び固定されていない場合は、早急にネジ・ボル ト等で固定するなどの改善を図るほ

か、排 (環 )水 目の吸い込み防止金具についても丈夫な格子金具 とするなどの措置をし、

いたず らなどで簡単に取 り外 しができない構造 とすること。

さらに、プール使用時においては、十分に排 (環 )水 口等の安全点検及び確認を実施す

ること,

2 プールにおける事故には、スター ト時に、逆 さまに深 く入水 し、水底に頭部を打ちつけ

る事故が発生 しているので、スター トの指導については、個人の能力に応 じた段階的な取

り扱いを重視 し、教師等の指示に従い、水深や水底の安全を確かめ、入水角に十分注意す

るなど、安全に配慮 した慎重な指導を行 うこと。             :  ~
また、バディシステムを活用 した り、教師が監視や指導の役割をはっきりさせて指導に

様

ヽ
―
―
＞
―
―
リ

長

長

長

長

長

各

県

各

各

各



当たつたりするなど、安全について万全を尽くすこと.

3 児童・生徒の水難事故が、特に学校が夏季体業に入つた直後に多発する傾向にあるので、

学校においては、水泳の事故防止に関する心得を十分指導 し、PTAな どを通 じて家庭に

も指導の主旨が徹底するよう配慮すること。

4 児童・生徒が個人やグループで水泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や水泳の

熟練者と同行するよう指導す るとともに、事前に、行き先、帰宅の予定日時、同行者等を

家庭に知 らせるよう習慣づけること。

5 集団で水泳を行 う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にして、指導・監督が徹

底するようにすること.

また、班の編成にあたつては、引率者の指導・監督が全員に行き届く程度の人数に編成

すること。          .

6 児童・生徒の発達段階に応 じて、水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避できる

よう学校、家庭、地域において適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。

7 海、河川、湖沼池、用水路、プールなどの水難事故発生の恐れのある場所にういては、

防護 さく:蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡目指導の徹底など、市

町村、警察署、消防署k保健所等との協力により点検等を行い、事故防止について万全の

措置を講ずること。

なお、幼児の水難事故も発生しているので、上記の事故防止措置については、幼児の行

動にも配慮 した万全のものとするとともに、保護者が、監督を怠ることがないように広報

等によつてこの趣旨の徹底を図ること。

し 水泳場の選定にあたつては、保健所その他の関係諸機関の協力を得て、農薬(油、工場

廃液、その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを必ず事前に調査 して

適切な場所を選定すること。    .
また、水泳場には、水泳区域標識、監視所、救急用具など事故防止のための雄設・譲備

等を整えるとともに、救急体制を確立するよう配慮すること。

担当

教育局県立学校部保健体育課

学校体育担当 荻  原

TEL 048-830-6947

FAX  048-830‐ 4971



【別紙資料】

,   埼玉県児童・生徒の水泳等の事故発生状況

〔学校種別発生件数〕

注 :( )は 死亡者数

(人 )

校 種 別 小学生 中学生 高校生 合 計

平成 12年 度 1  (0) 1   (0) 0   (0) 2   (0)

平成 13年度 2   (2) 0   (0) 0   (0) 2   (2)

平成 14年 度 1  (0) 0   (0) 0   (0) 1   (0)

平成 15年 度 1  (1) 1  (1) 0   (0) 2   (2)

平成 16年 度 1  (1) 1 (0) 0   (0) 2  (1)

平成 17年 度 2  (2) 0  (0) 0   (0) 2   (2)

〔月別件数〕

〔場所別件数〕

〔行為別件数〕

月 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 △
ロ 計

平成 12年度 ９
“ 2   (0)

平成 13年度 1 2   (2)

平成 14年度 1   (0)

平成 15年 度 2 2   (2)

平成 16年度 2 2  (1)

平成 17年度 1 2   (2)

(人 )

(人 )

(人 )

場  所 海 沼 地 用水堀 防火用水等 プール その他 △
ロ 計

平成 12年度 2 2   (0)

平成 13年度 1 1 2   (2)

平成 14年度 1 1   (0)

平成 15年度 2 2   (2)

平成 16年 度 1 2  (1)

平成 17年 度 1 2   (2)

行  為 水 泳 水 遊 び 魚つ り 魚 とり 通行 中 その他 △
計

平成 12年 度 2 2   (0)

平成 13年度 1 2   (2)

平成 14年度 1 1   (0)

平成 15年 度 1 1 2   (2)

平成 16年度 ９
“ 2  (1)

平成17年 度 1 2 (2)

(県 教育局県立学校部生徒指導室長調べ
)



18文 科

平成 18

1              文部 ,

(印影印刷)

水 泳 等 の 事 故 防 止 に つ い て (通 知 )

標記については、例年関係方面の御協力をいただいているところであ りますが、
.毎

年

夏季を中心に、海や河川における水難事故及びプールでの水泳事故等によ り多 くの犠牲

者が出ていることは誠に遺憾であります。           '
ついては、下記事項並びに別紙資料、「学校における水泳事故防止必携 (新訂版 )」 (平

成 11年 5月  独立行政法人 日本スポーツ振興センター)及び 「水泳指導の手引 (二訂
版 )」 (平成 16年 3月  文部科学省)を参考ξして関係機関・団体と密接な協力のも
とに地域の実情に即した適切な措置をとり、事故防止の周知を図るととも

｀
に衛生管理に

ついて十分御配意願います。
なお、海や河り||における事故が多く発生しているので、このような場所での水遊びや

スポーツ活動の安全確保に万全を期すよう御指導願います。
おつて、各都道府県教育委員会教育長及び各都道府県知事におかれては、域内の市町

村教育季員会:所轄の学校に対しても周知されるよう願います。

i                記            1

1 プニルにういては、31き 続き、「学校水泳プールの安全管理にういて」 (平成■1

年 6月 25日付け文体体第 232号文部省体育局長通知)における:留意事項の徹底を
図るとともに、学校以外のプールにういても前記通知にそつた対応を図ることとし、
プニル使用が始まるまでに、排 (環 )水 日の蓋の設置の有無を確認し、蓋がない場合及
び固定されていない場合は、早急にネジ・ボル ト等で固定するなどの改善を図るほか、
排 (環)水 目の吸い込み防止金具についても丈夫な格子金具とするなどの措置をし、い
たずらなどで簡単に取り外しができない構造とすること。

また、プニル使用時においては、十分に排 (環 )水 口等の安全点検及び確認を実施す
ること。
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2 プールにおける事故には、スター ト時に、逆さまに深く入水し、水底に頭部を打ち

つけて起こるものが少なくないので、スタ早 卜の指導については、個人の能力に応 じ

た段階的な取 り扱いを重視し、教師等の指示に従い、水深や水底の安全を確かめ、入

水角に注意するなど、安全に配慮した慎重な指導を行うこと。
‐
なお、一定の技能を身につけている埠童・生徒がスタート時の重大事故に遭った事

例や、入水の際、無理な息こらえや必要以上に深呼吸を繰り返し行わせたことなどに

よる重大事故事例も報告されているので十分注意すること。

3 児童・生徒の水難事故が特に学校の夏季休業に入つた直後に多発する傾向にあるの

で、学校においては、水泳の事故防止に関する心得を十分指導し、PTAな どを通じ

て家庭にも指導の趣旨を周知するよう配慮すること.

4 児童・生徒が個人やグループで本泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や水

泳の熟練者と同行するよう指導するとともに、事前に、行き先、帰宅の予定日時、同

行者等を家庭に知らせるよう習慣づけること。

5 集団で水泳を行う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にして、指導・監督

が周知されるようにすること。また、班の編成にあたっては、引率者の指導・監督が

全員に行き届く程度の人数に編成すること。

6 児童 ,生徒の発達段階に応じて、水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避で

きるよう学校、家庭、地域において適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。

7 海、河り||、
‐湖沼池、用水堀、プールなどの水難事故発生の恐れのある場所について

は、防護さく、蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡目指導の周知

など、市町村、警察署、消防署、海上保安部署、保健所等との協力により点検等を行

い、事故防止について万全の措置を講ずること。

なお、幼児の水難事故が比較的多く発生しているので、前記め事故防止措置につい

ては、幼児の行動にも配慮した万全のものとするとともに、保護者が、監督を怠るこ

とがないように、広報等によつてこの趣旨の周知を図ること。

8 水泳場の選定にあたつては、保健所その他の関係諸機関の協力を得て、農薬、油、

工場廃液、その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを必ず事前に

調査して適切な場所を選定すること。またt水泳場には、水泳区域標識、監視所、救

命用具など事故防止のための施設・設備等を整えるとともに、救急体制を確立するよ

う配慮すること。

生涯スポーツ課

03‐ 5253‐41H(内線 2686)

当

話

担

電
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平成 11年 8月 23日 .

各都道府県教育委員会

体育・スポーツ主管課長

文部省体育局生涯スポーツ課長

森   壮 一

・
水泳等の事故防止について (通知)   .

水泳等の事故防止については,毎年夏季を中心に,海や河川における水難事故及びプ

ールでの水泳事故等により多くの犠牲者が出ていることから,従来より,各都道府県教

育委員会において,関係方面との連携協力や管内の教育委員会・学校に対する指導など,・

地域の実情に即した適切な措置を講じていただくことにっいて,「水泳等の事故防止に
ついて (平成 11年 5月 17日 付け 体育課長・生涯スポーツ課長 事務連絡)」 等でお

願いしているところです.   .            .・
しか。しながら今夏,大変遺llaな がら,,学校や地域のプールにおいて,排水口に身体の

一部が吸い込まれるなどして,死亡する事故が発生しておりま九

文部省でも,学校水泳プニ′ンの安全確認・管理について,「学校水泳プールの安全管
理について (平成 11年 し月 6日 付け,11体体第 26号)」 を通知し,再度お願いしたと
こうです。            、

地域のプールにおいても,同様の事故の再発を防止するため,安全確認・管理にあた

り,下記の点に留意 され,適切な措置を講 じるよう;再度お願い します:

｀                記,

各都道府県教育委員会においては,「学校に・おける水泳事故防止必携」,「水泳指導の

手引 (姜訂版)J,「水泳等の事故防止について (平成 9年 4月 18日 付け,文体生第 111

号)体育局長通知」の「記」の留意事項などを参考にし,排 (環)水 口の蓋等の固定等

の,水泳プールの安全確認・管理をはじめとする,水泳等の事故防止について,関係機

関・f団 体と密接な連携を図り,管内の教育委員会等に周知するとともに,地域の実情に

応 じた適切な対応を講じるこど。

殷



別紙資料‐

平成17年夏期 (6, 7, 8月 )に おける水泳等の事故

(警察庁調べ  ( )内は,中学生以下の子どもを敵で示す)

表 1 年別水難事故者数   表 2 場所別事故発生件数・%  単位 :件

水難事故者数

平成 8年 1,0 9 5人 (273)

9年 1,1 7 7ノに(295)

10年 1,160ノに(311)

11年 1.3 3 6ンに(289)

12年 1.2 5 5人 (320)

13年 1.0 8 9ノに(254)

14年 1,1 3 1ノ、(260)

15年 875A(218)
16年 9 3 5ノ、(264)

17年 9 6 1A (209)

表 3 行為別事故発生件数 ,% 単位 :件

※ 水泳中の事故がか`

表 4 水難事故死者数等と交通事故死者数の比較 仲牲以■

平成17年 水難事故死'行方不明者数 交通事散死者数

6月 11人 14人
7月 22人 19人
8月 15人 17人

計 48人 50人

場  所 平 成 16年 平 成 17午
海 473件 (101) 60.1% 449件 (79) 61,5%

河 206件 (61) 26.2% 191 件 (51) 26.2%

湖沼池 37件 (15) 4,7% 34件 (9) 4.7%

用水堀 31件 (8) 3.9% 30件 (9) 4.1%

プール 34件 (30) 4.3% 21 件 (17) 2.9%

その他 6件 (4) 0.8% 5件 (2) 0.6%

計 787件 (219) 100.0% 730夕| (167) 100,0%

※  海̀河川での事故移い

行  為 平 成 16年 平 成 17年
水 泳 中 244件 (78) 31.00/● 236 件 (65) 32.3%

魚 とり 。釣 り 150件   (21) 19.1% 151件 (9) 20,7%

水 遊 び 138件 (77) 17.50/● 121 件 (55) 16.6%

通 行 中 63イ牛 ( 6) 8,0% 43 字|  ( 8) 5。9%
ポー ト遊び 24イ牛 ( 6) 3,0% 17件 (6) 2.3%

水難救助中 15件 (0) 1.90/. 15件 (1)1 2.1%
作 業 中 22件 (0): 2.8% 24件 (0)1 3.3%

遊技・スポーツ 18件 (9) 2.3% 25件 (9) 3.4%

そ の 他 113件 (22) 14.4% 98件 (14) 13.4%

計 787件 (219) 100.0% 730件 (167) 100.0%
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平成 17年 6

管 内 各 小 中 学 校 長  様

大井町教育委員会

教育長  牧 恒男

水 泳 の事 故 防止 につ い て (通 知 )

標記 の件 につ きま して、平成 17年 5月 18日 付 け、埼 玉県教育委員会教育長 よ り別

添 「写」の とお り通知が あ りま した。ついては別添の資料 を参考 に され、水泳指導 に

お ける児童生徒 の安全確保及び学校 の安全管理 につ いての一層 の徹底 をお願 い します。

口万
　
日

９

　

　

８

０

　

月

担 当

電 話   049-261-2811(308)
FAX   049-261-9750

△
〓
ル一

員

雅委
霊

育教

課判時
大
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教 体 第 307号

平成 17年 5月 18日

埼玉県教育委員会教育長

水泳等の事故防止について (通知)

このことについて、下記事項及び別紙資料、「学校における水泳事故防止必携 (新訂版)」

(平成 11年 5月  独立行政法人日本スポーツ振興センター)及び「水泳指導の手引き (二

訂版)」 (平成 16年 3月  文部科学省)並びに別添文部科学省からの通知を参考として関

係機関・団体と密接な協力のもとに地域の実情に即 した適切な措置をとり、本年度の水泳等

の事故防止の徹底を図る
・
よう願います。

なお、市町村教育委員会におかれましては、管内の学校に対しても周知されるよう願いま

す。

智コ                .
日し

1 学校水泳プールについては、 F学校水泳プールの安全管理について」の通知 (平成 11
年 7月 16日 付け教体第 383号 )における留意 。改善事項の徹底を図ること。

また、プール使用が始まるまでに、排 (環 )水 日の蓋の設置の有無を確認 し、董がない

場合及び固定されていない場合は、早急にネジ・ボル ト等で固定するなどの改善を図るほ

か、排 (環 )水 日の吸い込み防止金具についても丈夫な格子金具とするなどの措置をし、

いたずらなどで簡単に取 り外 しができない構造 とすること。

さらに、プール使用時においては、十分に排 (環 )水 口等の安全点検及び確認を実施す

ること.

2 プールにおける事故には、スタ∵ 卜時に、逆さまに深 く入水し、水底に頭部を打ちつけ

る事故が発生しているので、スター トの指導については、個人の能力に応 じた段階的な取

り扱いを重視し、教師等の指示に従い、水深や水底の安全を確かめ、入水角に十分注意す

るなど、安全に配慮 した慎重な指導を行 うこと。

また、バディシステムを活用 したり、教師が監視や指導の役割をはつきりさせて指導に



当たつたりするなど、安全について万全を尽くすこと。

3 児童・生徒の水難事故が、特に学校が夏季休業に入つた直後に多発する傾向にあるので、

学校においては、水泳の事故防止に関する心得を十分指導し、PTAな どを通じて家庭に

も指導の主旨が徹底するよう配慮すること。

4 児童・生徒が個人やグループで水泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や水泳の

熟練者と同行するよう指導するとともに、事前に、行き先、帰宅の予定日時、同行者等を

家庭に知らせるよう習慣づけること。

5 集団で水泳を行 う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にして、指導・監督が徹

底するようにすること。

また、班の編成にあたつては、引率者の指導・監督が全員に行き届く程度の人数に編成

すること。

6 児童 ,生徒の発達段階に応じて、水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避できる

よう学校、家庭、地域において適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。

7 海、河川、湖沼池、用水路、プールなどの水難事故発生の恐れのある場所については、

防護 さく、蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡回指導の徹底など、市

町村:警察署、消防署、保健所等との協力により点検等を行い、事故防止について万全の

措置を講ずること。

なお、幼児の水難事故も発生しているので、上記の事故防止措置については、幼児の行

動にも配慮した万全のものとするとともに、保護者が、監督を怠ることがないように広報

等によつてこの趣旨の徹底を図ること。

8 水泳場の選定にあたっては、保健所その他の関係諸機関の協力を得て、農薬、油、工場

廃液、その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを必ず事前に調査 して

適切な場所を選定すること。

またヾ水泳場には、水泳区域標識、監視所、救急用具など事故防止のための施設・設備

等を整えるとともに、救急体制を確立するよう配慮すること。

県教育局指導部体育課

学校体育担当 荻 原

電話番号 048-830-6947

問い合わせ先



各 都 道 府

各、 都

附属学校 を

各 国 立

文部科学省スポーツ

素

(印影印刷)

水 泳 等 の 事 故 防 止 に つ い て (通 知 )

標記については、例年関係方面の御協力をいただいているところでありますが、毎年

夏季を中心に、海や河川における水難事故及びプールでの水泳事故等により多くの犠牲

者が出ていることは誠に遺憾であります。

ついては、下記事項並びに別紙資料、「学校における水泳事故防止必携 (新訂版)」 (平

成 11年 5月 独立行政法人日本スポーツ振興センター)及び「水泳指導の手引 (二訂

版)」 (平成 16年 3月  文部科学省)を参考として関係機関・団体と密接な協力のも

とに地域の実情に即した適切な措置をとり、事故防止の周知を図るとともに衛生管理に

ついて十分御配意願います。

なお、海や河川における事故が多く発生しているので、このような場所での水遊びや

スポーツ活動の安全確保に万全を期すよう御指導願います。

おって、各都道府県教育委員会教育長及び各都道府県知事におかれては、域内の市町

村教育委員会、所轄の学校に対しても周知されるよう願います。

記

1 プールについては、引き続き、「学校水泳プールの安全管理について」 (平成 11
年 6月 25日 付け文体体第 232号文部省体育局長通知)における留意事項の徹底を

図るとともに、学校以外のプールについても前記通知にそった対応を図ることとし、

プール使用が始まるまでに、排 (環)水 日の蓋の設置の有無を確認し、蓋がない場合及

び固定されていない場合は、早急にネジ・ボル ト等で固定するなどの改善を図るほか、

排 (環)水 日の吸い込み防止金具についても丈夫な格子金具とするなどの措置をし、い

たずらなどで簡単に取り外しができない構造とすること。
また、プール使用時においては、十分に排 (環 )水 口等の安全点検及び確認を実施す

ること。
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2 プールにおける事故には、スタート時に、逆さまに深く入水し、水底に頭部を打ち

つけて起こるものが少なくないので、スタニトの指導については、個人の能力に応じ

た段階的な取り扱いを重視し、教師等の指示に従い、水深や水底の安全を確かめ、入

水角に注意するなど、安全に配慮した慎重な指導を行うこと。

さらに、最近、一定の技能を身につけている児童・生徒がスタート時の重大事故に

遭った事例が報告されていることにも留意すること。

また、入水の際、無理な息こらえや必要以上に深呼吸を繰り返し行わせることなど

による重大事故事例も報告されているので十分注意すること.

3 児童 ,生徒の水難事故が特に学校の夏季休業に入った直後に多発する傾向にあるの

で、学校においては、水泳の事故防止に関する心得を十分指導し、PTAな どを通じ

て家庭にも指導の趣旨を周知するよう配慮すること。

4 児童・生徒が個人やグループで水泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や水

泳の熟練者と同行するよう指導するとともに、事前に、行き先、帰宅の予定日時、同

行者等を家庭に知らせるよう習慣づけること.

5 集団で水泳を行う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にして、指導・監督

が周知されるようにすること。また、班の編成にあたっては、引率者の指導・監督が

全員に行き届く程度の人数に編成すること。

6 児童・生徒の発達段階に応じて、水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避で

きるよう学校、家庭、地域におぃて適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。

7 海、河川、湖沼池、用水堀、プールなどの水難事故発生の恐れのある場所について

は、防護さく、蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡回指導の周知

など、市町村、警察署、消防署、海上保安部署、保健所等との協力により点検等を行

い、事故防止について万全の措置を講ずること.

なお、幼児の水難事故が比較的多く発生しているので、前記の事故防止措置につい

ては、幼児の行動にも配慮した万全のものとするとともに、保護者が、監督を怠るこ

とがないように、広報等によってこの趣旨の周知を図ること。

8 水泳場の選定にあたっては、保健所その他の関係諸機関の協力を得て、農薬、油、

工場廃液、その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを必ず事前に

調査して適切な場所を選定すること。また、水泳場には、水泳区域標識、監視所、救

命用具など事故防止のための施設・設備等を整えるとともに、救急体制を確立するよ

う配慮すること.

担当 生涯スポーツ課

電話 03-5253-4111(内 線 2686)



【資 料】

埼玉県児童・生徒の水泳篭の事故発生状況

注 :( )は 死亡者数

〔学校種別発生件数〕

〔月別件数〕

〔場所別件数〕

〔行為別件数〕

(人 )

(人 )

(人 )

(人 )

技 種 別 小学生 中学生 高校生 合 計

平成 11年度 2 (2) 1   (0) 0   (0) 3   (2)

平成12年度 1  (0) 1   (0) 0   (0) 2   (0)

平成13年度 2 (2) 0   (0) 0  (0) 2   (2)

平成14年 度 1  (0) 0   (0) 0   (0) 1  (0)

平成 15年度 1  (1) 1  (1) 0   (0) 2 (2)

平成 16年度 1  (1) 1   (0) 0   (0) 2  (1)

月 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 合 計

平成11年度 1 2 3 (2)

平成12年度 2 2   (0)

平成 13年度 1 1 2  (2)

平成14年度 1 1   (0)

平成15年度 2 2  (2)

平成16年度 2 2  (1)

場  所 海 沼 地 用水 堀 肪火用水等プール その他
△
ロ 計

平成 11年度 2 3  (2)

平成 12年度 2 2   (0)

平成13年度 1 2   (2)

平成 14年度 1   (0)

平成 15年度 2 2   (2)

平成 16年度 l 1 2  (1)

行  為 水 泳 水遊び 魚つ り 魚 とり 通 行 中 その他
△
ロ 計

平成11年度 2 3  (2)

平成12年度 2 2   (0)

平成13年度 1 1 2   (2)

平成 14年度 1 1  (0)

平成 15年度 1 2   (2)

平成16年度 2 2  (1)

(県 教育局指導部生徒指導室長調べ
)



別紙資料

平成 16年夏期 (6, 7, 8月 )に おける水泳等の事故

(警 察庁調べ  ( 1内は.韓鰍下の子どもを厳で示す)

表 1 年別水難事故者数    表 2 場所別事故発生件数・%  単位 :件

水難事故者数

平成 7年 1.1 06A (351)
8年 l ,0 9 5A (273)

9年 1,1 7 7A (295)

10年 1,160人 (311)

11年 1 1,3 3 6A (289)

12年 1 ,2 5 5ノ、(320)

13年 1,089人 (254)

14年 1,131人 (260)

15年 875人 (218)

16年 935人 (264)

場 所 平 成 15年 平 成 16年
海 373件 (67) 53_5% 473 件 (101) 60.1%

河 245′キ ０
０

‘
υ 35.2% 206件 (61) 26.2%

湖沼池 21 件 修) 3.0% 37件 (15) 4.7%
用水堀 36件  (8) 5_2% 31 件 3.9%
ブール 件 (10 2.6% 34件 (30) 4.3%
その他 4件 (3) 0.6% 6件 (4) 0.8%

計 697 件 (167) 100.0% 787′卜(219) 100.070

※ 海・河川での事故が多い

表 3 行為別事故発生件数・ % 単位 :件

表 4 水難事故死者数等と交通事故死者数の比較 (中学鰍下|

平成16年 水議事ll死
i行方不明者数 交通事故死者致

6月 10人 24人
7月 35人 21人
8月 17人 20人
計 62人 65人

行  為 平 成 15年 平 成 16年
水 泳 中 182件 (54) 26.1% 2“ 件 (7鋤 31.0%

魚 とり・釣 り' 133件 (12) 19.1% 150件 (21) 19.1%
水 遊 び 108 件 化→ 15.5% 138 件 (77) 17.5%
通 行 中 60件 (8) 8.6% 63件  (6) 8.0%
ポート遊び 31件  (9) 4.4% 24件 '(6) 3.0%
水難救助中 29件   (3) 4.2% 15件  (o) 1.9%
作 業 中 21件 (0) 3.07。 22′|   (0) 2.8%

遊技・スポーッ 17件  (9) 2.4% 18件  (9)1 2.3%
そ の 他 116件  6) 16.6% H3件  (22) 14.4%

計 697件 (167} 100.0% 787 件 (219) 100.0%

※ 水泳中の事故が多t)



〇 水泳等の事故防止につぃて (通知)

1義憲軍l吉縮|

各都道府県教育委員会波育長 殿
文部省体育局長

、、          佐々本 正 峰

標記については1例年関係方面の御協力をい

轟纏署ふ撃:ム::f[畠 i姦繕を5Tξ事Fついては,下記事項並びに別紙資料,「学校
謀薦    )嵯評隷為
?翼 i」警話標減』T欝鼻1島尋な番芳募七
義鱗盤督縦置Ψ薔習L奮習置各重署違たちiゝ薯十暮響T轟軍絡島菖譜ける事故が多く発生して
り畠£源姜塁縄凛こ募量I爵寧1ザ慕昼轟語ニます。

品ilil量奮謝縦饉冨冨]f骨奮叢T罫営よ
'

記

ユ
 ぶ「業[秩離 の進蔵野誦 U革?笛
15日 付け,9体体第16号参照)にみられるよ

また:施設や浄化装置等の付属施設につい
て,十分な点検整備を行うこと。

3業
[天二篭甕a茫蟹翼撃省繕嵩言管?房1,

学校においては,本泳の事故防止に関する心｀  得を十分指導し,日隕などを通じて家庭に
も指導の主旨が徹底するよう配慮すること,,

4 児童 ,生徒が個人やグループで水泳や水遊
びに出かけるときには,必ず保護者や水沐の
熟練者と同行するようお導するとともに1事

襄糧|こ露:奪 LT雪轡霞署:警LT「
嗜等を

5者

芳留涯非譜[編亀世t[|ま指こ干塵暮編穫
層11き「翫菫暑慮喜轟す蓬暮輩2雪港拝ξ

6 A彗甲星全芳糞璽餞甚2黒 tを .水泳等に
関する事故の危険を予見し,自 ら回避できる
よう学校`家庭

=・

地域において適切に指導す
るなど安全指導の充実に努めること。

7 海=河川j湖沼池,用水堀:プールなどの
水雌事故発生の恐れのある場所については,

防wさ く:蓋,危険表示の掲示板や標識の整
備,監欄員の配耐il巡回指導の徹底など=市
町村;警察署,消防署1保健所等との協力に

喜[議事:言1事
故防止について方金の措

なお,幼児の水難事故が比較的多く発生し

:i[l甦』弄茎雅::[I:iii
うに:広報等によってこの趣旨の徹底を図る
こと。

に,救急体制を確立するよう配慮すること。

③ 学校プールの安全管理について (通知 )

文部省体育局長
逮 藤 昭 雄

学校水泳プ…ルの安全管理について|ま ,かね
てから適切な管理・指導をお願いしているとこ

|`|
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1

「

I

|

饉

ろでありますが1こ れからの時期:プール僣導

の実施:夏体み中のプール開放等児童生徒の学 ,

校水泳プールの使用が増加するに当たり,下記
事項に留意のうえ=引 き続き,事故防止の徹底

を図るとともに,各都道府県教育委員会にあっ

ては域内の各市町村の教育委員会及び関係機関

に対して,ま た1各都道府県知事にあっては所

轄の私立学校:学校法人に対して:国立大学長

にあっては管下の学校に対して,周知されるよ

うお願いします。

また,そ の際:「水泳指導の手引き〔改訂版〕

(文部省)」 および「学校における水泳事故防止

必携〔改訂版〕(日 本体育・学校保健センター)」

を参考とするよう,併せて周知願います.

なお1平成10年 12月 10日 付け文総警第80号「通

知・通違等の見直しについて」において通知じ

たとおり,文部省では,行政運営の明碓化・効

率化等を推進する観点から,同一:類似の主題に

係る複数の通知・通達等の整理・統合イじを行うこ

ととしておりi Ull紙 に掲げる通知は廃上します。

日己

1 学校水泳プールの排 (環)水口には,堅固

な格子鉄蓋や金網を設けてネジ。ボルト等で

固定させる (蓋の重量のみによる固定は不

可)と ともに,吸い込み防止金具等を設置す

ること.

2 プール使用期間中においては,浄化装置等

の適工な作勁状況を確認するなど,附属施設

を含めてプールの施設 '設備については常時

安全点検を行うこととし:特に,排 (31)本

国については十分な点検を行う。

3 プールの新設及び改築に当たっても,上記

1及び2が延守されるよう配慮すること。

運動部活動時等における事故防止について

(通知)

各県・公立高等学校長 様

埼玉県教育委員会教育長

運動部活動等における事故防止については
,

日ごろ格Bljの御配慮をいただいているところで

ありますが,平成11年度においても1別添資料
1の とおり,学校生活に支障をきたすような生

徒の事故が発生している状況にあります。
また,平成11年度には,別添資料2の とおり

1

和解及び判決がありました。ひとたび重大な事
故が起こると,事故に選われた本人の普痛はも
とより.教員と生徒 `保護者が裁判を通して長
期間にわたり相争うなどt痛ましい結果を伴う

こととなります。
ついては,これらの事故を未然に防ぐために

,

別記事項等に留意し,その徹底を図るとともに
:

指導資料等の一層の活用を図るなど指導願いま

す。

〔別記〕事故を未然に防ぐための留意事項

|ま じめに

事故をおそれるあまり,活動を制限すること

は決して望ましいことではない。積極的にスポ

ーツ活動を推進する中で,事故防止に万全を期

すことが重要である。
1 日常活鶏での事故防止

事故防止については,平栞からFlm心 の注意を

払い。事故を未然に防ぐことが大切である。こ

のために1次の事項について配慮する。 ‐

(1)部員の実態にあった合理的で無理のない部

活勁指導計画を作成する。

(2)各学校の実情に応じて=事故防止の心得を

各部活動ごとに作成し.生徒手帳に貼付させ

るなどして携帯させ,安全のための約束や行

動を確実に守るように指導する。

(3)練習内容・活動時間 休ヽ養日等を明確にし,

短時間で最大効果のあがる練習を工夫する。

(4)施設・設備・用具の事前点検,整備を励行

する。
(1)準備運動や整圧運動t十分に行う。
(6)生徒の日常の健康状況を把握し,磋蹂管理
や健康観察を的確に行うとともに,生徒自ら
が日常の健康管理を行うよう指導する。

(7)練習場や自他の安全に留意して自発的に課

習できる態度を育てる。

2 願間不在時の練習
学校教育の一環として行われる運動部活動は,

生徒の自主的な活動とはいえ,順間の適切な指
導・支援 `配慮の下で実施される.こ とが基本で
ある。殿間が校務やそのほかの事情で不在の場

合,次の事項に配慮する.

(1)fLの 願間等に指導を慎頑できる場合にはi

F・1習内容等を伝え,練習の場についてもらう。

(2)他の願間が立ち会えない場合には1部員に

具体的な内容を指示し,危険度の大きい租目

や内容は実施させないなど1安全に十分配慮
して実施するよう指導する。

(3)万一の事故発生や生徒だけではl17決 できな
い問題が生した場合の連絡先・方法等を指示
,徹底しておく。

3 保護者との十分な連携
運動部活動を円滑に推進するためには:服間

,生徒・保証者の信頼関係の確立が必要である。

1守に保護者の理解を得るために・次の事項につ

いて配慮する.

号

日

２

月′
■

第

年螂醜
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体 育 関 係 主 要 通 知 ・ 通 達

「水の犠牲者をなくす運動」の推進にづい
て (通達)

する.

131 水泳指導の実施については

ア 管理 t指導組織を十分検討して、責任
・

分担を明確にするとともに,水泳指導の

充実と事故防止に万全を期す=

イ 泳げない児童・生徒をなくすために夏

季体業中のプールの活用を積極的にすす

める。

ウ プールの衛生管理は,「学校環境衛生

基準」により万全を期するっ
工 臨海学校は,「昭和48年 3月 12日 付 ,

教指発第2936号 ,埼玉県公立小 。中学校
が行う校外における行事の実施基準の改

定について (通達)」 「昭和48年 3月 12日

付、教指第2936号 ,埼玉県立高等学校が

行う校外における行事の実施基準の改訂
について (通達)」 によって実施する。

オ プールの電気関係の検査を行い、感電

事故の防止を図る。
カ プールの構造上危険と思われる点につ

いては,点検し十分注意する。 (排水口

など)i
キ 浄化関係機械室への児童・生徒の出入

については.十 分注意する。
141 プールのない学校では

ア 水泳指導が行えない場合でも,水泳の

心得については必ず指導する.

イ 近隣のプールを借用する等により、水

泳指導の機会を持つようにつとめる.

ウ 水泳場の選定に当たっては1農薬 .油 ,

工場廃液.そ の他浮遊物等による水の汚

染状況、水底の1大態,潮流などを保健所 ,

その他関係機関等の協力を得て,必ず事
前に調査する,

工 水泳場には,区域標識.監視所.救命
用具など事故防上のための施設 ,並びに

救急体制について万全の措置を講じるよ
うにする.

オ ブール建設運動を促進するL

水泳等の事故防止について (通知 )

教体第 413号
平成16年 6月 14日

各市‖I村教育委員会教育長

県 立伊 奈 学 園 申学 校 長

各 県 ・公 立 高 等 学 校 長

各県・公立キ↓殊教育請学校長

各 教 育 事 務 所 長

1竜轟鼻:角 :7言
|

各市町村教育委員会教育長

各小 。中・高等学校長

各県立特殊教育諸学校長

各 教 育 事 務 所 長

埼玉県教育委員会教育長

このことについて,下記要項に基づいて、地

域に応じた適切な対策をたて,水難事故の防止
に関する指導の徹底を期するよう特に御配意願
います。

言己

「水の犠牲者をなくす運動」推進要項

1趣 旨

児童 。生徒の水死事故は,夏季の暑さにつ

れて発生することが予想される.本年はすで

に,小学生の水死事故が発生している。
このような事故を,防止対策の徹底によっ

て皆無とするよう.県民をあげて「水の犠牲
者をなくす運動」を強力に推進する1.

2 推進要項
(11 市町村教育委員会では

ア 関係機関 (幼稚園,学校、警察署,市
町村所管課)や団体 (青 少年育成関係 ,

PTA関係 ,婦人団体関係等)に呼びか

けて「水の犠牲者をなくす運動」を,地
域に応じて具体的に推進する.

イ この運動の趣旨徹底の広報活動を行う。
ウ 水泳 ,水遊びの安全を図るため,水泳

安全講習会や水泳実技講習会等を開催し、

指導者の育成と救急法の普及を図る.

工 河サ||,湖沼・防火用水.用水堀t古井

戸等の危険箇所や危険地域には,関係諸

機関とも連携のうえ,標識を設置したり、

防護さく.ふたを整備し,さ らに巡視員

の巡回等|「 より事故を事前に防止する.

2: 各学校においては

ア 水i永禁止地区や危険地域の周夫Π徹底を

図るとともに、校外指導に万全を期する:

イ 水泳や水遊びの注意事項を適切に指導

する_

ウ 水難事故の防」ヒについて,家庭の理解
と協力を求め、特に夏季体業中にお|す る

児童・生徒179生活指導に関してはPTA
等を通じて、各家庭に徹底するよう配慮

様
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埼玉県rFt育委員会教育長

このことにつぃては,下記事項及び「学校に
おける水泳事故防止必携 (新訂版)」 (平成11年
5月 独立行政法人日本スポーツ振興センタ

晨な章Tξ
「
斐獣壽彗響言繁「新礫顧獣響撃馨

からの通知を参考として関係機関・団体と密接

:::lli:i禁
昇重煽彗製島止漂報底言冒

なお,市町村教育委員会におかれましては ,

管内の学校に対しても周知されるよう願います。

記
l 学校水泳プールについては1「学校水泳プ
ールの安全管理について」の通知 (平成11年
7月 16日 付け教体第383号 )に おける留意・
改善事項の徹底を図ること.

また,施設や浄化装置等の附属施設につい
て,十分な点検整備を行うこと。

2 プールにおける事故には,ス タート時に
,

逆さまに深く入水し,水底に頭部を打ちつけ
る事故が発生してぃるので,ス タートの指導
につぃては,個人の能力に応じた段階的な取
り扱いを重視し,教師等の指示に従い,水深
や水底の安全を確かめ,入水角に十分注意す
るなど,安全に配慮した慎重な指導を行うこ
と。

また,パディシステムを活用したり,教師
が監視や指導の役割をはっきりさせて指導に
当たったりするなど,安全につぃて万全を尽
くすこと。

3 児童・生徒の水難事故が,特に学校が夏季
体業に入った直後に

を発する傾向にあるので ,

学校においては,水泳の事故防止に関する心
得を十分指導 し,PTAな・

どを通じて家庭に
も指導の主旨が徹底するよう配慮すること。4 児童・生徒が個人やグループで水泳や水遊
びに出かけるときには,必ず保護者や水泳の
熟練者と同行するよう指導するとともに,事
前に.行 き先,帰宅の予定日時,同行者等を
家庭に知らせるよう習慣づけること。

5 集団で水泳を行う場合には,引率者ゃ指導
者の責任分担を明確にして,指導・監督が徹
底するようにすること。

写::言
「塞夢借拝』麿7謳醤ぁ裂嚢言黒腹

6雷

『言喜象言電震慧撃覧じ,醤百由進1言誓

7'進 F尊倉肯漏2霜テ[墓
撼百fFIこ指導す

目水路 ,プールなどの

水難事故発生の恐れのある場所にっぃては ,

防護さく,蓋 ,危険表示の掲示板ゃ標識の整

[:[[]言
「「曽章7編還屏攣5慮傷先雇

“

防止について万全の措
置を講ずること。

なお,幼児の水難事故も発生してぃるので
,

上記の事故防止措置たついては,幼児の行動
にも配慮した万全のものとするとともに,保
護者が,監督を忘ることがないよぅに広報等
によってこの趣旨の徹底を図ること。

8 水泳場の選定にあたっては,保健所その他
の関係諸機関の協力を得て,農薬,油 ,工場
廃液,そ の他浮遊物等による水の汚染状況 ,

水底の状態,潮流などを必ず事前に調査して
適切な場所を選定すること。

また,水泳場には,水泳区域標識,監視所 ,

救急用具など事故防止のための施設・設備等
を整えるとともに、救急体制を確立するよう
配慮すること.

⑤ 水泳等の事故防止につぃて (通知 )

1撃斎露牟雪11言

殿

長

事

長

長

鋳知審神

員

県

大

門

。

時

府

仙

舞

県

道

置

高

鋪都軸睛

各

各

附

各

文部科学省スポーッ・青少年局長
田 中 壮―郎

標記については:例年関係方面の御協力をい
ただいているところでありますが,毎年夏季を
中心に,海や河り||に おける水難事故及びプール
での水泳事故等により多くの犠牲者が出ている
ことは誠に遺憾であります。
ついては,下記事項並びに別紙資料,「学校

における水泳事故防止必携 (新訂版)」 (平成11
年 5月 独立行政法人日本スポーッ振興センタ
ー)及び「水泳指導の手引 (改訂版)」 (平成 5
年 5月 文部科学省)を参考として関係機関・
団体と密接な協力のもとに地域の実情に即した
適切な措置をとり,事故防止の周知を図るとと
もに衛生管理について十分御配意願います。
なお,海や河川における事故が多く発生して

いるので,こ のような場所での水遊びゃスポー
ツ活動の安全確保に万全を期すよぅ御指導願い
ます。
おつて,各都道府県教育委員会教育長及び各

都道府県知事におかれては,域内の市町村教育
委員会,所轄の学校に対しても周知されるよう
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願います。

言己

1 プールについては,引 き続き1「学校水泳
プールの安全管理について」(平成11年 6月

25日 付け文体体第232号文部省体育局長通知)

における留意事項の周知を図るとともに,学
校以外のプールについても前記通知にそらて ,

排 (環 )水回の蓋の設置の有無を確認し1蓋が
′

ない場合及び固定されていない場合は、早急
にネジ・ボル ト等で固定するなどの改善を図
るほか,吸い込み防止金具についても丈夫な

格子金具とするなどの措置をし、いたずらな
どで簡単に取り外しができない構造とするこ

と。

また,プール使用時においては、十分に排

(環 )水口等の安全点検及び確認を実施するこ

と。

2 プールにおける事故には,ス タート時に、

逆さまに深く入水し,水底に頭部を打ちつけ

て起こるものが少なくないので,ス タートの

指導については,個人の能力に応じた段階的
な取り扱いを重視し,教師等の指示に従い

,

水深や水底の安全を確かめ,入水角に注意す
るなど,安全に配慮した慎重な指導を行うこ

と。

さらに,最近 ,一定の技能を身につけてい

る児童・生徒がスタート時の重大事故に遭っ
た事例が報告されていることにも留意するこ

と。

また,入水の際・無理な膚、こらえや必要以
上に深呼吸を繰り返し行わせることなどによ
る重大事故事例も報告されているので十分注
意すること。

3 児童・生徒の水難事故が特に学校の夏季休
業に入った直後に多発する傾向にあるので ,

学校においては,水泳の事故防止に関する心
得を十分指導し,PTAな どを通じて家庭に

も指導の趣旨を周知するよう配慮すること。
4 児童・生徒が個人やグループで水泳や水遊
びに出かけるときには,必ず保護者や水泳の

熟練者と同行するよう指導するとともに,事
前に,行き先 ,帰宅の予定日時,同行者等を

家庭に知らせるよう習慣づけること。

5 集団で水泳を行う場合には,引率者や指導

者の責任分担を明確にして,指導・監督が周
知されるようにすること。また,班の編成に
あたっては,引率者の指導・監督が全員に行
き届く程度の人数に編成すること。

6 児童 。生徒の発達段階に応じて,水泳等に

関する事故の危険を予見し,自 ら回遊できる
よう学校 ,家庭 ,地域において適切に指導す
るなど安全指導の充実に努めること。

7 海,河川 ,湖沼池,用水堀 ,プールなどの

水難事故発生の恐れのある場所については
,

防護さく,蓋、危険表示の掲示板や標識の整
備.監視員の配備,巡回指導の周知など,市
町村 ,警察署・消防署,保健所等との協力に
より点検を行い,事故防止について万全の措
置を講ずること。

なお.幼児の水難事故が比較的多く発生し
ているので,前記の事故防止措置については

,

幼児の行動にも配慮した万全のものとすると
ともに,保護者が,監督を怠ることがないよ
うに,広報等によってこの趣旨の周知を図る
こと。

8 水泳場の選定にあたっては、保健所その他
の関係諸機関の協力を得て,農薬 ,油 ,工場
廃液 ,そ の他浮遊物等による水の汚染状況 1

水底の状態 ,潮流などを必ず事前に調査して
適切な場所を選定すること。また.水泳場に
は.水泳区域標識 ,監視所1救命用具など事
故防止のための施設 。設備等を整えるととも
に、救急体制を確立するよう配慮することc

体育活動時における事故防止について

(通知 )

教 体 第 83号
平成16年 4月 15日

各県公立高等学校長 様

埼玉県教育委員会教育長

体育活動時における事故防止については,日
ごろ格別の御配慮をいただいているところであ
りますが,平成15年度においても、別添資料の
とおり,学校生活に支障をきたすような生徒の
事故が発生しています。また,最近の生徒の運
動やスポーツ活動への関わり方の多様化などか

ら.今後 ,体育施設・設備の使用頻度が増すこと
が予想され、安全管理の徹底が課題となります。
ついては,こ れまでの活動計画や安全対策等

を見直すとともに,下記の事項に留意の上,体
育活動時における事故防止に万全を期すよう御
配慮願います.

言己
1 体育施設・設備 (投てき用防護サークル

,

投てき用パネル,サ ッカー,ハ ンドポール及
びバスケットボールのゴール,ピ ッチングマ

シーン,そ の他の器械器具など)について
,

日常の安全点検を行うこと。また,点検結果
に基づき,必要に応じて施設 。設備の修繕等
危険を防止するための適切な措置を講じるこ
と.

2 生徒の健康状態や体力等の差異を考慮した

活動内容となるよう配慮すること。また、日
常,運動を行う場合においても,生徒が自己
の健康状態や体力を知り,それに応じて運動
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生衛 第 624-2号
平成 18年 8月 24日

関係各課長  様

危機管理防災部消防防災課長

保健医療部健康づくり支援課長

福 祉 部 長 寿 社 会 政 策 課 長

福 祉 部 障 害 者 福 祉 課 長

福 祉 部 子 育 て 支 援 課 彙

都 市 整 備 部 公 園 課 長

教育 局 スポー ツ振興課長

保 健 医 療 部 長

「プールの安全管理指針Jの制定について (通知)

ふじみ野市大井プールにおける児童吸い込み死亡事故を受け、遊泳用プールの施設の

安全管理の徹底を図るため、「プールの安全管理指針策定等庁内検討会議」を設置し、プ

ールの安全管理に係る指針を検討してきたところです。

今般、特に吸排水口に起因する吸い込み事故の未然防止を図るため、別添のとおり「プ

ールの安全管理指針」を定め、平成 18年 8月 24日 に施行したのでお知らせします。

つきましては、貴課関係施設のプール開設者に対し、同指針で定める管理事項等につ

いて周知徹底し、プールに起因する事故防止に向けて御配慮をお願いいたします.

担当 :生活衛生諜 環境衛生担当

電罷
=048-830-3613FAX:048-824-2194

様



プールの安全管理指針

～ 吸排水口による吸い込み事故防止のために ～

平成 18年 8月

埼  玉  県



プールの安全管理指針

～ 吸排水口による吸い込み事故防止のために ～

I趣旨】

こあ指針は、一般の遊泳用プールやスイミングスクールなどにおける管理を想定して、

「埼玉県プール維持管理指導要繹J.(昭和49年制定)の規定項目の内、特にプーノンの吸

排水口による吸い込み事故防止を目的に策定したものです。

プール開設者は、次の管理事項に基づき吸排水口による吸い込み事羊を未然に防止す

るよう細心の注意を払v｀ 、施設の維持管理に努めてください。

(1)プールの管理体制の整備等

プールを安全に利用できるよう、適切かつ円滑に維持管理するため管理体制を明確

にするとともに、従業者それぞれの役割分担等を定めた管理マニュアルを整備してお

くこと.

(2)緊急時 (事故発生時)の対応及び連絡体制の整備

設備の異常や事故を発見、察知したときの緊急対応の内容及び連絡体制を整備する

こと。饉 絡体制例…別紙 1(1),(2))

(3)管理責任者、衛生管理者、監視員及び救議員の役割確認及び選任

ア 管理責任者等の役割を確認すること。

(ア)管理責任者

プールについて管理上の権限を行使し、関与するすべての従事者に対するマネ

ージメントを総括して、プールにおける安全で衛生的な維持管理及び運営に当たる。

(イ )衛生管理者

プールの衛生及び管理の案務を担当する。水質に関する基本的知識、プール水

の浄化消毒についての知識など
.を

有 し、プール管理のための施設の維持、水質浄

化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理に当たる。

(ゥ )監 視 員

プール利用者が安全に利用できるよう、プール利用者の肇視及び指導等を行 う

とともに、事故等の発生時における救助活動を行う。 (主な業務…別紙 2)

I管理事項】

‐ 1・



イ 訓練

(ア )緊急事態発生を想定した実地馴1練 を施設開設前に行うこと。

ぁっては、施設開設前及び開設後毎年行 うこと。

(ィ )訓練内容には、必ず吸排水口における吸い込み事故を想定したものを含むこと.

この場合、吸排水口の異常等を察知した監視員等から他の従業者への連絡方法

の検討、異常等の察知から吸リト水ポンプの非常停止までの手1目及び所要時間の計

測などを行い、かかる事態が実際に起こつた抒合に、可能な限り迅速に適切な対

応ができるようにしておくこと。

(5)施設設備等の点検

ァ プールの開設に当たつては、事前に点検表を用い施設設備の点検・整備を行 うこ

と.特に吸排水日の点検については、2の (1)と 同様に行 うこと。(点検表例…別紙 5)

なお、吐水口についても必要に応じ目皿等防護金具の設置について留意すること。

ィ 開設前点検表は 3年間保管すること。

(6)吸排水口の位置の表示

すべての吸排水口に、プニル利用者がその所在を容易に認識できるよう次の措置を

通年開設プール に

吸排水 口の位置を示 したプー

吸排水口付近の議又は

講 じること.

ァ プール利用者の見やすい場所に見やすい大きさで、

ル全体の見取図を掲示す ること。

ィ プール利用者が容易に吸排水口の位置を認識できるよう、

ウ

(7)

ア

底面その他見やすい箇所にその存在を明示すること.

アの見取図にイの措置がどのように明示しているかを明記すること.

監視所等の設置

監視所

監視所としての機能を十分肇揮できる位置に設けること.肇視設備 〔監視台)を

兼ねる場合 lt、 プール全体が容易に見渡せる位置に設Iす ること。

監視設備 (監視台)

施設の規模、プール槽の形状等に応じプール全体が容易に見渡せる位置に相当数

を設けること。

(8)管理 日誌の備付け等

ァ 気温 (室温 )、 水温、利用者数、水質検査結果 (プール水の残留塩粟濃度等)、 施

設設備の安全′ほ検結果〒を記載する管理 口誌を備えること。 (管理 日誌例…別紙 6)

ィ 開設期間中、管理 日誌に毎日の状況等を記載 し、これを 3年間保管すること。
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別紙 1(1)

別紙 1(2)

男1湘氏2

男」糸氏3

別紙 4

別紙 5

男」,餞 6

局J湘氏7

別 紙 一 覧

頁

プール緊急対応及び連絡体制 (例)‐……………………・ 5

プールの緊急時の初動心得 (例)‐………………………Ⅲ 6

プール監視員の主な業務 ‐………………………………… 7

講習会、救急救護謝1練を行つている団体 “''… ………'8

日々 の「ヒヤリ・ハツト」事例を活用した安全管理 暉… 10

プール施設設備の開設前点検表 (例)‐…………………… 14

プール管理曰誌(例)Ⅲ……………………………………… 16

点検結果掲示例 ……………口・……………………………。17



別紙 1(2)

プール緊急時の初動心得 (例 )

吸排水口の異常

・吸い込み事故

通報があつた !

発 見 し た !

監視員等 は、直ちに

① すべてに優先して、

他の監視員等に連絡し、連携して、

吸排水ポンプを停止すること

② 監視員等はtプールに入り

吸排水日の近くに立って、

遊泳者を近づけないようにすること

③ プール内にいる全員に、

速やかにプールから上がるよう

誘導すること

… 6‐
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BU瀬14

日々の「ヒヤリロハット」事例を活用した安全管理

「ヒヤリ・ハ ット」運動とは、業務中二歩間違えれば重大事故になったかもしれな

いプール利用者の行動、言い換えれば、ヒヤリとした、ハッとした、といつた経験を

「ヒヤリ・ハットJと 呼び、その情報を共有することで重大事故を未然に防ごうとい

う安全管理に関する活動です。

次の取組をできるものから取り組んでください。

【ミーティングでの伝達】

朝のミーティング等での経験者からの伝達もタイムリーであればあるほど、監視

員の関心も大きく、疑似体験が可能となります。繰り返し行う活動が重大な事故を

防ぐことにつながります。

【安全標語の掲示】

「ヒヤリ・ハット」を取り入れた安全標語の掲示は、監視員の意識の中に有効な

効果を与えます。

【情報の整理と共有化】

「ヒヤリ・ハット」した経験をミーティング等で報告し、予防策や対策を検討す

ることで有効な効果がえられます。

【予防対策のマニュアル化とヨ1練】

対策をマニュアル化 し、それを活用 したヨ1練をすることで更に大きな安全効果が

得られます。

<ハインリッヒの法員J(1 :29:300)>
アメリカの技師ハインリッヒが発表した法則で、「1件の賞大災害が発生する

背景に、29件の軽微な事故と300件のヒヤリ3ハットがある。」という警

鐘です。

※ いつ来るか分からない重大事故を未然に防ぐには、ヒヤリ・ハットの段階で地道

に対策を考え、実行していくことが重要です。

‐10・



プールにおける「ヒtり ・ハツト」事例 (参考)

【幼児】

。 幼児が体格に合わない浮き輪を使用し、浮き輸からすり抜けてしまつた。保護者

から離れてしまつていたのでヒヤツとした。

・ 車型の浮き輪に乗つた幼児を親が前方で31いていたとき、幼児が水中に逆さまに

なつてしまつた。親が一瞬気づいていないようだつたのでヒヤツとした。

こ 造波プールで幼児が 1人で水深の深い方に流されて来たのを見てヒヤッとした。

・ 幼児用の滑り台の着水地点で先に滑つてきた幼児と後に滑つてきた,児が衝突し

たときヒヤツとしたo                  '

・ 幼児用の滑り台を下から上り始めた幼児を発見したとき、上からの他の幼児が滑

り始めていたのでヒヤツとした。           、

9 幼児用プールで親子で遊びに夢中になり、親が他の幼児とぶつかつてしまつたと

きにヒヤッとした。

【子供】

・ 起流排出口付近で遊んでいる子供を発見したときハシとしたo

・ 子供が泳いでいる漱中で足をつこうとしたが、足がつかず、焦つているのを発見

したときにヒヤッとした。

・ 造波プールで波にさらわれて、波に呑まれかかつている子供を発見したときにヒ

ャッとした。

・ 子供が 1人で水深の深い方に入つていくのを発見したときにハッとした。

し お兄さんが小さい子供を背負つて水深の深い方に入つていくのを発見したときに

ハッとした。

・ 混雑時にプールサイ ドから飛び込む子供を発見したときにハツとした。

・ 子供たちがふざけてボー トの取り合いなどをして水中に突き落としているのを発

見したときにハッとした。

・ シャワー付近などのすべり易いところを走っている子供を発見したとさハツとし

た。

‐12‐



別紙 5
プール施設設備の開設前点検表 _型

プール名
施設名

年   月
点検者 点検自 日 ～ 年 目

容
点検項目 床 検  内 点検結果

==============尋 =====〓 ==========〓 ========ヨ =目

■ ■ 日 3■ ■ 百 百 面 面 己

“

由 ■

7・ r・
・ ・

1・
・

1・

Ⅱ 中 中

「

日
…

― …

1三「

~1~¨ ~~~~~― ―

ブール本体、附属設備等はよく清掃 されているか 適 1否
施 設 全 体

総緋水及び清掃が容易な構造か 適・否
プール本 体

床洗浄水辱万再票み:周 囲から流入 しない構造か

猫当教の水深表示があるか

適・ 否

適・ 否

滑り上めの構造となつているか 適 。否
プマルサイ ド

運塁・ 否
利用者に危害を及lFす異物等|

プール水給水管から飲料水系

齢摯来番等を把握するための

がないか

への逆流Dテ止構造 となっているか 通・否

専用の量水器等が設置されているか 適・否

鉄蓋、全網、吸い込み防止金具等はボル ト・ネジ等で堅間に固定され

ているか
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ

・ ・ ・ ・ ・
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● 口 ■

""‐

■ ¨ ■ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
"‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ
… …

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ ―

適・否
吸 排 水 口

適・否

疹要む貴難 署ド船
み防止金具等及び固

「

薬剤の種類 :
薬剤タンクの容量 l     ι

消 者 設 備

適・否
栗剤連続注入装置は良好に作動するか

重創の保管爆所は摘当か 遺・否

薬剤の保管状況|ま 良好か
・
適・否

適 1否

浄 化 設 備 離 亭警聟状況は良17・ か

再利用の場合、排水・床洗浄水等の汚水が混入しない構造か 適・否
オーバーフロー水

適 口否
区 面 区 分 基滞た利用形態に応した区画区分がなされているか

男女別に区別されているか

双方及び外部から見通せない構造か

適・ 否
夏  衣  室

適・否

適・否
利用者の衣類を安全に保管できる設備が整備 されているか

T‐1~T~■T
シャヮー、洗面設備、洗E長設備等は良好に整備されているか

男女場りに、十分な数があるか   ご    
「各と的に管理 されているか

適 。否
洗 浄 設 備

適 魯否
所
　
　
　
・

便
遺・ 香

専用の手洗い設備があるか
~鴻

旦綸タト協ζぶ行 える壌気設備があるか

適・否

瀬 `否
換 気 設 備

換気設備は良寿に管理されているか

水面及びプールサイ ド等で十分な照度を有するか

故障又は破損のものはないか

適・否

適 D否

照 明 設 備
適・否
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様式第 1号 (第 3条関係)    、

プ ー ル の 開 設 届

年  月  日

埼玉県  保健所長 様

開設者 住所

氏名 ｎ
Ｆ

に
ト

造奄霊ふβκ墓み屋爵費悉鑽〕
下記のとおり開設したいので,届 け出ます。

1施 設 の 名 称

2施 設 の 所 在 地

3 構造設備等の概要  別紙のとおり

4開 設 す る 期 間   年  月  日から  年  月  日まで

5 開 場 の 時 間  午前  時  分から  午後  時  分まで

6料    金
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別 紙

構 造 設 備 の 概 要

プ

|

設

備

床 の 構 造 本体 (コ ンクリー ト・タイル・        )
プールサイ ド (コ ンクリー ト・タイル 。         )

面積・深さ
容積

(たて)  (よ こ)

m       m
(最深)  (最 浅)

m       m
(容 積 )

m3

アール使用
大 水道水・井戸水 。その他 (     ) 温度調節 (有 無)

ろ 過 機 式
(メ ーカー名  )

能  力 ろ 材

消 毒 設 備 消毒薬

収 容 定 員 人

附

帯

設

備

足洗い場、腰洗い槽 足洗い場 (   箇所) 腰洗い槽 (   箇所)

シ ヤ ワ ー 設 備 箇所 個 形  式

洗 面 設 備 等 水 栓    個 湯 栓    個 洗眼器   個

洗 面 等 の 用 水 水道直結、井戸水、その他 (          )

便 所
男 大 個 /」 個 手洗い   個

女 大 個 手洗い   個

更 衣 室

面 積 床 の 構 造 衣 類 容 器 下 足 箱

男 ２
ｍ 個 個

女 つ
ｍ 個 個

その

の設

他備

救 命 具 等 内 容 配  置

採 暖 室 ・ 採 暖 槽 有 鉦
小

概 要

そ の 他

-9-



プールの平面図 〔ご「能本体、
プールサイド、足績獣橘≧警肇父事るとI」〕L面設備、洗眼設備、うがし

プールの断面図 (最深 。中 。最浅の位置の水深を記入すること。)

施設配置図 (プール、便所、更衣室、監視所、採暖室 。採暖槽等を記入すること。)

管 理 責 任 者 等 の 概 要

管

理

責

任

者

等

管 理 責 任 者 氏 名

専任・兼任

衛 生 管 理 者 氏  名

監  視  員 専 任      人

兼 任         人
救  護  員 専 任      人
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ふじみ野市大井プール事故再発防止策等の調査特別委員会の審議経過

回数 年月日 時間 調査等内容 会場

第 1回 平成 18年

12月 12日

午後 5時～ ・正副委員長互選、調査

方法の確認

第 2委員会室

第2回 平成 18年

12月 13日

午前 9時

30分～

・執行部及び教育委員会

に対する質疑並びに資

料要求

・提言事項の意見交換

第 1委員会室

第3回 平成 18年

12月 14日

午前 10時～ 第 2回 において行らた

執行部及び教育委員会

に対する答弁の確認

提言事項の意見交換

調査報告書作成にかか

るまとめ

第 1委員会室



○ ふ じみ野市大井プール事故再発防止策等の調査特別委員会 委員名簿

平成 18年 12月 18日 現在

委 員 長

副委員長

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

委  員

加 藤 末 勝

山 口 公 悦

神 木 洋 寿

粕 谷 正 臣

土 屋 恵 一

高 畑   博

塚 越 洋 一

山 り|1寿 美 江

高 野 正 得

能 登   務

大 石 正 英


